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午前９時58分 開議 

（出席議員数18名） 

───────────────────────── 

開  議  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） これより本日の会議を開きます。 

───────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、 

宮 田  均 君 

菊 地 敏 紀 君 

を御指名申し上げます。 

───────────────────────── 

日程第１ 市政に関する一般質問 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第 1、昨日に引き続き、市政

に関する一般質問を行います。 

それでは、ただいまより広瀬寛人君の質問を行います。 

3番広瀬寛人君。 

○3番（広瀬寛人君） -登壇- 

さきの通告に従いまして、順次質問をいたします。 

去る12月3日に保健センターで、富良野市民生児童委

員の辞令交付式が行われました。 

新聞報道では、退任された方が11名、新任の方が10

名、再任の方が42名で、52名の方に、今後3年間にわ

たる任期の辞令が公布されたと報じられました。 

民生委員のなり手不足や課題については、昨今の報道

で取り上げられることがふえてまいりました。 

12月5日の朝、ＮＨＫが特集として、民生委員の活動

実態やなり手不足の背景を取り上げておりました。 

民生委員の活動日数は、1.5 倍にふえ、過重な仕事量

と責任から、再任を断る方、新たな民生委員が任命でき

ず、空白となった地域を兼務して、2 倍の地区を担当せ

ざるを得ない民生委員の実態が報告されておりました。 

民生委員の活動が、過重になった要因として、平成12

年の社会福祉法の改正が指摘しておりました。 

以前の生活保護の申請援助などから、介護・福祉に関す

る申請や事業所紹介まで、業務がふえたことが、仕事量

の増加を招いたと報告しておりました。 

富良野市においても、要介護認定者が千名にならんと

する状況や、生活保護費がここ数年で増加し、4億5,000

万になる社会情勢や経済状況の悪化が大きな要因として

取り上げられた児童虐待通告件数の増加など、高齢社会

のみならず、複合的な社会情勢が、民生委員の活動を増

加させる要因となっていると考えられます。 

そこで1点目として、民生委員の実態把握を富良野市

として、どのようにとらえているのかお聞きいたします。 

3 年を1期間とする任命での在職年数や平均分布、民

生委員の年齢や男女構成、民生委員の活動対象となる

方々の人員や年齢層、活動実態をどのように把握されて

いるのでしょうか。 

次に、本年9月に厚生労働省が抽出調査として行われ

た民生委員に対する個人情報の提供について、富良野市

の実態をお伺いします。 

個人情報保護法の施行以降、町内会長や民生委員など

の地域住民と向き合わなければならない立場の方々から、

必要な情報も個人情報保護法の観点から、十分に提供さ

れず、活動に支障をきたしているとの声が多く聞かれる

ようになりました。 

そこで、厚生労働省が調査を行い、去る11月末に発表

いたしました高齢者単身世帯や生活保護世帯については、

多くの自治体が情報提供を行っておりましたが、介護保

険サービス、障がい福祉サービス等の利用をされている

世帯や、要介護、要介護度、災害時要援護者などの情報

まで提供している自治体は多くありませんでした。 

厚生労働省としては、民生委員には、守秘義務が課せ

られているので、必要な個人情報の提供に、前向きに取

り組むよう、自治体への通知を出し、事例集を作成して、

積極的な情報提供と、情報漏えいを起こさない適切な管

理方法を、関係団体が研修されるよう、要請するとの姿

勢を打ち出しました。 

第2点目として、富良野市の情報提供についてお伺い

いたします。 

情報提供の項目はどのようになっているのか。 

民生委員から、提供項目以外に要望がある項目がある

のか。 

個人情報と守秘義務の関係認識はどのようになってい

るのかをお伺いします。 

民生委員の職務は、民生委員法第14条で、住民の生活

状態を必要に応じて適切に把握しておくこと。 

生活に関する相談に応じ、助言その他援助を行うこと。 

福祉サービスを適切に利用するため、必要な情報の提

供、その他の援助を行うこと。 

社会福祉事業者と密接に連携し、その事業、また活動

を支援すること。 

福祉事務所その他関係行政機関の業務に協力すること。 

その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこ

と、となっております。 

全国平均の活動実態として、平成19年度の厚生労働省

発表の数値によると、高齢者に関する活動が54.2％、障

害者に関する活動が6.7％、子供に関する活動が19.9％

となってます。 

超高齢社会、また、ことしの流行語の一つに選ばれた無

縁社会に向かわんとしている現況をかんがみて、将来の

施策を検討することが肝要と考えますが、民生委員の仕
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事量は、今後どういう傾向とお考えになられているので

しょうか。 

また、民生委員の人数や民生委員の補完をする応援組

織の必要性など、支援施策をどのように考えられている

のかをお伺いします。 

次に、発達障がいについてお伺いをします。 

発達障がいという表現は、ここ10年で、認知度が少し

ずつ広まってきましたが、身体障がい、知的障がい、精

神障がいという大きく三つに区分けされた障がいとどの

ように違うのか。 

何を指して発達障がいという表現を使用するのか。 

市民権を得た表現にはいまだなっていない現状と思わ

れます。 

発達障がいとは、注意欠陥や多動性障がい、いわゆる

ＡＤＨＤと呼ばれるものや、アスペルガー症候群を初め

として、自閉症、学習障害などといった一連の症状の総

称を言います。 

発達障がいは決して珍しいものではなく、ある統計で

は、15歳未満の子供の1割以上が何らかの発達障がいの

症状を示すという結果も出ています。 

また、子供だけにあらわれる症状であるかのような誤

解がありますが、発達障がいはむしろ大人になってから、

顕在化することが多いと報告されています。 

私が発達障がいという概念とその問題について考える

きっかけとなりましたのは、保護司という役職を拝命し

ている関係上、厚生保護に関する書籍を読んでいる中、3

年ほど前に出版された書籍に、刑務所、少年院等の矯正

施設の入所者を抽出調査したところ、約50％前後の割合

で何らかの発達障がいが見られたとの報告があり、早期

発見や適切な治療なり、対応がなされないまま、社会不

適応の烙印を押され、非行や犯罪へと結びついている現

状と、その改善を求める著者の主張でありました。 

発達障がいの原因や病態はすべて解明されているわけ

ではありませんが、出産前後の脳機能が損なわれること

が、一時的原因であり、養育環境や心的外傷体験、いわ

ゆるトラウマによる二次的要因で、合併症や二次障害を

起こすことが分析されております。 

本来的には、脳の発達のでこぼこと専門医師が表現す

る身体的原因にもかかわらず、発達障がいというその最

低限の知識がないために、落ちつきのない、時間が守れ

ない、約束を守れない、場の雰囲気を読めない、人間関

係をうまく築けないなど、個人の性格や人格を否定や非

難される状況に陥り、その結果として、非行、犯罪、う

つ病、虐待、育児放棄に代表されるネグレクト、ひきこ

もり、アルコール中毒、薬物依存などの現代のさまざま

な諸問題の原因の一つであると言われております。 

育児期から小・中・高校の学校管理下にあるうちは、

教育委員会の采配により、新たな施策も直接的に行いや

すいのですが、一般社会人にまでは、このような情報は

伝わりにくいものであり、住民への情報提供や啓蒙の責

務を負う自治体の役割が重要と考えます。 

本年度から、大学入試センター試験に、視覚障がい、

聴覚障がい、肢体不自由、病弱の特別対応に、発達障が

いの受験生の窓口が新たに広がり、試験時間を1.3倍に、

試験会場までの付き添い許可など、受け入れ体制が設け

られ、ようやく高等教育の場にも、門戸が開かれ始めま

した。 

アインシュタイン、ピカソ、モーツアルト、平賀源内

の例を出すまでもなく、歴史に名を残す偉人にも発達障

がいであった方々が多く、職業選択の適正もその症状や、

病名により、長所を発揮して、すばらしい成果が残され

る例もあり、周囲の環境や指導者が、いかに発達障がい

に対する知識を深めているか、非常に重要なことと指摘

されています。 

学術的にも、社会的取り組みについても、緒に就いた

ばかりですが、社会全体に大きくかかわることとして、

富良野市の発達障がいに対する現状認識として、どのよ

うな見解をお持ちなのか。 

実態把握の取り組みはどのようになっているのか。 

また、今後、育児や教育に関わられる関係者のみなら

ず、住民への情報提供をどのような仕組みづくりとして

考えられているのか。 

専門知識を有する事案だけに、専門家や専門組織との

連携をどのように考えられているのかをお伺いします。 

最後に、文化会館の改修についてお伺いします。 

富良野文化会館は大ホールに700名を超える収容能力

を持ち、富良野演劇工場という新たな設備を有した施設

と立地においても、活用実態においても、棲み分けがで

きており、市民に欠くべからず施設として利用されてお

ります。 

建物自体は決して新しくありませんが、大規模改修も

行われ、市民の使用頻度も夏場のビールパーティー会場

として、また、市内幼稚園のお遊戯会等三世代の観客が

来場する発表の場などとして利用されているものと認識

しております。 

つい先日は名誉市民であられた故藤野貞雄様の富良野

市とふらの農業協同組合の合同葬の会場としても利用さ

れました。 

私は本年に限っても、各イベントや会場使用に際して

のトラブルや改修要望などを見聞するにあたり、現在の

施設の改修必要項目を洗い出し、年次計画を立て、適宜

時代に合わせた改修に着手する必要があると考えます。 

市内幼稚園のお遊戯会開催の際には、音響・照明設備

の使用と文化会館の電気設備の容量に乖離があり、中断

を余儀なくされるトラブルが発生したとお聞きします。 

また、コンサートなどの大ホールイベントのみならず、
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大会議室の音響マイクも雑音や音の途切れなど、細かな   

トラブルが散見される状態となってきました。 

大ホールの音響や証明を担う技術者にお聞きしますと、

更新が必要な設備が目白押しで、どの機械もいつ壊れて

もおかしくないくらいの使用期間であるとの認識であり

ました。 

また、9 月に開催された富良野商工会議所、会員の集

いでは、車いすの参加者が、大会議室の2階への移動を

する際に、男性が5、6名で誘導しておりましたが、危険

性があり、今後の超高齢社会をかんがみるに、施設設備

の改修の必要が急務と感じられました。 

車いすやストレッチャーといった高齢者、障害者の移

動を助ける器具の収容スペースは、ふえることがあって

も減ることのない時代であり、時期を逸せず改修の必要

があると考えます。 

そこで、現状認識として、改修必要項目の洗い出し作

業は行われているのか。 

音響・照明等の機材への特殊設備の実態把握は行われ

ているのか。 

また、バリアフリー化の取り組みとして、2 階への移

動手段や車いすストレッチャー等のスペースの拡充を検

討されているのかをお聞かせいただきたいと思います。 

以上、1回目の質問といたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

広瀬議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目の民生委員法に基づく民生委員についての1点

目、民生委員の実態把握についてお答えをいたします。 

平成22年12月１日現在、民生委員の在職年数の平均

は、5年であり、6年前の平均在職年数は4.1年であるこ

とから、若干伸びており、平均年齢は62.3歳であり、6

年前よりは、59.6歳でありました。 

担当地域内の民生委員の対象人員は、地区ごとのばら

つきはあるものの、少子高齢化の進展に伴い、若干ふえ

ている傾向にございます。 

民生委員の活動実態といたしましては、社会調査活動、

相談活動、情報提供活動、連絡通報活動、調整活動、生

活支援活動、意見具申活動などがあり、平成21年度の実

績として、民生委員の1人当たりの月平均活動状況は、

訪問回数12回、5年前は9.6回、連絡調整回数3回、5

年前は2.5回、活動日数は8.5日、5年前は7.6日、活

動内容では、相談支援件数が1.9件、5年前は、3.7件、

その他活動件数は6.4件、5年前は6.9件に及んでおり、

5 年前と比較し、訪問回数が若干ふえているが、ほぼ同

程度で推移をしている状況にございます。 

また、対象地区の年齢層は高齢化の進展により、5 年

前と比較し高い状況にございます。 

次に、2 点目の民生委員の情報提供についてでありま

すが、富良野市からの情報提供項目は、基本的には、氏

名、生年月日、住所、性別などでございますが、その他、

高齢者単身世帯、生活保護者、情報提供などを提供して

おり、現在のところ、民生委員からの情報提供要望項目

は特段ございません。 

個人情報保護と守秘義務の関係についての認識につき

ましては、民生委員には民生委員法で守秘義務が課せら

れている特別職の地方公務員であり、活動に必要不可欠

な個人情報は、必要な範囲での情報提供は可能であると、

認識をいたしているところでございます。 

次に3点目の将来の見据えた施策検討の考え方であり

ますが、基本的には国の方に基づく民生委員制度であり、

法の趣旨による推進を図りながら、今後の高齢化社会に

おける民生委員の重要性や活動内容、質や量とも増加す

るものと想定するところであり、1 人の民生委員の過度

な負担とならないよう、今後も民生委員協議会の中で、

課題等を検討、協議しながら、民生委員の定数の見直し

や、町内会連合会役員、関係団体機関の連携を密に、深

刻化する虐待、ひきこもりなど住民の孤立化防止に向け、

見守りを強化をし、また、現在進めている住民助け合い

マップづくりの過程で、近隣所複数の人で支え合う地域

のつながりを、深め合う活動を展開しながら、地域住民

協力のもと、進めてまいりたいと、このように考えてい

るところでございます。 

次に2件目の発達障がいについての1点目、現状の認

識についてお答えをいたします。 

発達障がいとは、胎生時を含めた発達期に、脳や中枢

神経系の機能障害から知能や行動、情緒等の発達のおく

れにより、日常生活上のハンディキャップが生じている

状態であり、自閉症などの広汎性発達障がい、学習障が

い、注意欠陥多動性障がい、知的障がい、発達性言語障

がい、発達性強調運動障がいなどがございます。 

本市では、現在、早期発見に向けて、乳幼児健診や就

学児健診の際に、小児科医師や保健師が子供の発育発達

面について検査を行い、発見後の相談としては、保健所、

保健センターなどへの育児や養育相談と特別支援学校な

どへの教育相談を進めておるところでございます。 

また、発見後の支援といたしましては、療育を必要の

場合、こども通園センターなどにおける指導訓練を行っ

ており、教育の場としては、特別支援学級や通級指導教

室など発達に応じて支援をしているところでございます。 

特に1歳6ヶ月児健診の際に、子供の発育発達、育児

不安、養育上の問題などの心配がある親子に、保健師、

保育士、栄養士、療育指導員等のスタッフで実施する遊

びの教室の参加を勧奨し、その教室の中で子供の発達上、

療育が必要と思われる子供に対しても、こども通園セン

ターなどへの紹介をしているところでございます。 
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現在、こども通園センターに登録している児童数は、

12月1日現在で69人となっており、昨年1年間の延べ

利用者は1,923人となっているところでございます。 

発達障がいに関する概念や子供に対する支援の方法等

の情報提供につきましては、富良野市特別支援連携協議

会や富良野地区子供発達支援推進協議会が中心となり、

年に2回から3回、保育所、幼稚園、学校の先生や保健

医療福祉のスタッフを対象に、研修会やグループ討議を

行う中で、臨床心理士や大学の教授など専門機関からの

助言等をいただいているほか、保育所や幼稚園、学校へ

の訪問指導なども実施をいたしているところでございま

す。 

次に、2 点目の啓蒙支援体制についてお答えをいたし

ます。 

発達障がいに関する子供たちには、1人1人のニーズ

を把握し、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

または克服するために、適切な教育や指導を通じて、必

要な支援を教育機関だけにとどまらず、地域全体、社会

全体で支えていかなければなりません。 

そのため多くの市民が、この問題に対する共通認識が

必要であると判断しておりますので、今後、研修会や広

報活動等の啓蒙普及に取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

専門機関を有する機関との連携、支援体制につきまし

ては、これまで、就学前の子供に対して、富良野地区子

供発達支援推進協議会の中で、就学後の子供に対しては、

富良野市特別支援連携協議会の中で、個別のケース検討

会議を適時、開催をし、支援方法について取り組んでき

ました。 

さらに今後は、学校や行政、医療などの各関係機関が

連携をして、乳幼児期から成人期に至るまでの一貫した

支援を行うために、仮称富良野圏域版個別支援計画スク

ラムの策定に向けて、本年10月から、富良野地区子供発

達支援推進協議会において検討を進めているところでご

ざいます。 

個別支援計画の検討につきましては、母子手帳と同様

に、全出生児に配布をし、子供の育ちと学びの応援ファ

イルにすることを前提として、医療、教育、福祉の三つ

の作業部会に分かれ、来年3月までに調査研究を進めて

まいります。 

以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） -登壇- 

広瀬議員の3件目、文化会館の改修についてお答えを

いたします。 

1 点目の現状認識についてでございますが、富良野文

化会館は、郷土に根差した個性と魅力ある市民文化の創

造を目指す文化施設として、昭和46年に建設され、これ

まで、音楽、演劇、伝統芸能、美術、体験講座、コンサ

ートなどとあわせて、市民総合文化祭など交流や発表の

場、また自主的な文化活動の拠点として、多くの市民な

どのご利用をいただいているところでございます。 

そのような中で、施設の整備改修につきましては、市

民や利用者の意見等を聞きながら、団体打ち合わせ室設

置、冷房機及び大ホール音響装置の改修を初め、大ホー

ル設備改修工事として、座席取りかえ、客席床面カーペ

ット化等を行い、高齢者や障がい者を初め、すべての市

民が、安全かつ快適に利用できるよう改修改善を進めて

きているところでございます。 

次に、音響、照明等､特殊設備の把握についてでござい

ますが、大ホールの運営は、音響、照明、舞台技術など、

特に熟練度が要求される特殊技術が必要な業務でござい

ますので、現在は、特定非営利活動法人ふらの演劇工房

に委託をしておりますが、大ホールを運営するに当たり

ましては、特に災害や停電等の事故が発生したときには

直ちに応急措置をとり、その旨を速やかに関係箇所に通

報するとともに、教育委員会担当職員に連絡をし、対応

しております。 

音響、照明に関する備品の管理につきましても、教育

委員会と受託業者とが連携を密にして、本業務を遂行し

ているところでございます。 

次に、2 点目のバリアフリー化についてお答えをいた

します。 

文化会館のバリアフリー化につきましては、いままで、

施設入り口のスロープの設置、大ホール客席スロープの

新設、大ホールに身障者用席の設置、ホワイエ入り口の

自動ドア設置や身障者用トイレ新設等を行ってまいりま

した。 

文化会館2階への移動手段並びに大ホールにおける重

度の障害者のストレッチャー型車いすスペースの拡充で

ございますが、車いす利用者の方が、文化会館2階の会

議室を利用する際には、職員または介助者数人で車いす

に乗せたまま抱えて、1階から2階へ移動をしている状

況でございます。 

2 階への移動手段としては、エレベーターや階段昇降

機等が考えられます。 

また、大ホールにおけるストレッチャー型車いす利用

者のためのスペースの拡充につきましても、大ホールに

は身障者用席を設置しておりますが、それぞれ今後の施

設整備の中で、検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） まず民生委員の部分から再質問

させていただきたいと思います。 
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御答弁をいただきました中で平均年齢62.3歳、6年前

が59.6歳ということでちょうど3年が一つの区切りの中

で二つの期間をまたぐ中で、ちょうど大ざっぱにいうと

3 歳高齢に平均年齢がなっていると、いうふうにこの数

字からあらわれていると思いますが、町内会長を含めい

ろいろなこういう仕事の部分になり手が少なくなること

と、高齢化が進んでいる。 

そしてこの約3歳の高齢化に対して、訪問回数等も5

年前からみてふえているということが、この実態で明ら

かになっている思います。 

このあたりの民生委員の高齢化について、どのような

見解をお持ちなのかまずお答えいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 広瀬議員の再質問に、保健福祉

部長の方からお答えをさせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 広瀬議員の御質問にお

答えいたします。 

ちょうど6年前と比較して3歳程度平均年齢が上がっ

ていると、その今後の考え方ということも含めてですけ

れども、まず個人情報保護法が施行されて以来、いわゆ

る受け手側の対応というのが少し過剰気味になっている

ということも含めて、非常に行動自体が取り組みづらく

なっているという現実を踏まえる中で、このなり手とい

う部分については、そういったことを背景にですね、な

かなかこうなり手が少なくなっている、こういう実態が

ございます。 

したがいまして、今回11人の退職に伴って10人の新

規のなっていただいた方がおりますけれども、ほとんど

の方が留任というようなを含めれば当然年齢層は上がっ

ていくと、ただ今後の部分を考えれば、やはり地域事情

も含めて、こういったことに対しては、連合会長、ある

いは町内会長、こういった方と連携を密にしながら、体

制整備は図っていきたいと考えておりますし、いま希望

している部分については、若干でもその若手というとこ

ろを希望するわけですけれども、いま申し上げたとおり、

なかなかなり手の部分では難しいということもございま

すので、一番いいのは慣れた方が継続していただくとい

うことが一番いいことでございますので、その部分でも

考えながらですね、検討していきたいと、努力をしてま

いりたいと、このように考えております。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） いまの部長からの答弁ではその

仕事量だけじゃなくて、この情報管理ですね。 

個人情報保護法の施行が心理的な負担なのか。 

その民生委員を受ける方にとって一つのハードルが上

がったという認識をされているいうことの御答弁をいた

だきました。 

私もそういう点もあろうかというふうに思っておりま

す。 

その中で、このたび厚生労働省が行われた抽出調査、

富良野市が該当になったのかそうでないのか、私は把握

しておりませんが、富良野市としては、民生委員の方か

ら、富良野市が提起をしている情報以外に、新たな情報

の要望項目は特段にないと、いうことでございますが、

先ほど御答弁いただいた情報のほかに、いわゆる要援護

者ですとか、介護福祉等のサービスを受けている方、要

介護度等の情報についても、厚労省の方としては積極的

に開示をして、民生委員の活動がスムーズにいくように

ということの今回の調査の終えた後の各自治体への指導

に向けていくということで発表されておりますが、これ

は富良野市としてもこのような内容のものが、民生委員

から要望があった場合には、厚生労働省の指導にのっと

った形での情報提供は行う考えであるのかどうか、お伺

いをいたしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 広瀬議員の再質問にお

答えいたします。 

ただいまの新しい介護関係の情報について提供できる

かできないかというところかと思いますけれども、いわ

ゆる介護度によりましては、要援護者という部分での対

応になる方が、ほとんどいらっしゃると、いうような認

識をまずしております。 

そんな中では、民生委員にお願いして活動していただ

いてる部分では、住民の助け合いマップというところで、

いわゆる要援護にかかる部分の調査を、単身含めてして

いただいてるという中で、これにつきましては、いわゆ

る災害に遭ったときの総務で行っております災害の避難

支援の部分と、あるいは、こういった高齢者含めて携わ

っている社会福祉協議会、こういったところともいわゆ

る共通の認識の中で、情報をどう共有できるかというと

ころも含めていま、検討中という段階でございます。 

更新含めて、いつの段階でどうするのかいろんないま

課題も背負っている最中でございます。 

こういったの含めて整理をしながら、富良野市として

どこまで提供できるのかというのも含めてですね、今後

十分詰めていきながら、さらに民生委員あるいは、社会

福祉協議会などとも連携しながら、協議検討をしていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 
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○3 番（広瀬寛人君） いま要援護者に限りますと、そ

の助け合いのマップをつくる等の別の角度から、そうい

った方々を見守っていくという考え方でいるということ

は理解をしました。 

確認なんですが、厚労省がこのたびの調査を終えた後

のその情報提供、情報管理、情報漏えいの防止の施策の

講習等について、各自治体に指導するとことで発表した

ものについては、もう既に富良野市に届いているのか、

届いていてそれについての対応を何らかの会議を開いて

いるのか、まだ開いている段階で、いま部長が言われた

ような検討中ということで、最終的な形で結論を得てい

ないのか、そこのあたりについてお伺いをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 再々質問にお答えいた

します。 

情報的につきましては、今後の対応というのを含めて

ですね、その情報はとらまえているというのがいま実情

でございます。 

その中で、個人情報の適切な取り扱いということで、

通知するというような情報も得ておりますし、すでに内

容についても承知はしているところでございます。 

ただ、地域、地域、あるいは各自治体において、100％

それを実施するという項目ではなくて、あくまでも指導

という、いま、段階でございますので、この辺は先ほど

言ったとおりですね、いま民生委員等々を含めて協議し

ながら、どうやって民生委員を主体として地域力を高め

ていくかと、いうところも含めながら、情報の内容につ

いては、検討していくいうことでございますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） 住民助け合いのマップづくりで

すとか、それにかかわるような地域住民の協力を求めて

いきたいということで答弁をいただきました。 

この民生委員の活動が非常に過重になる、大変になる、

担い手が少なくなる、という中で事例として、各自治体

が取り上げている神戸の震災の後に、民生委員に過重な

負担がかかるということで、コミュニティ推進員、名称

は自治体によって違うでしょうが、その民生委員までい

かない、特別の公務員でない段階の緩やかな地域の助け

合いをする制度を各自治体でいま検討し、取り組んでい

るところがふえてきているかというふうに思います。 

先ほどの住民の助け合いマップの考え方についても、

私はその延長線上にあるというふうに思いますが、そう

いう方々を多く集めて、そういった仕事に慣れていただ

き、携わっていただき、その中から次の民生委員の担い

手を育成していくということが肝要だと思いますが、そ

のあたりについてのお考えをいただけますでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 再々質問にお答えいた

します。 

ただいまの質問の中で、私も先ほど答弁申し上げてる

とおり、やはり民生委員を中心とした横の連携といいま

すか。 

地域での隣近所、こういった方々との交流というのが、

その阪神大震災含めてですね、隣近所の力がやはり大き

な力を発揮したというふうな認識もしております。 

そんな中で、民生委員と地域との連携含めて、連合会

長、町内会長含めて、こういった情報の収集っていうの

は、災害が起きたときに大きな力を発揮するものという

ふうに考えております。 

いま現在、民生委員さんの方からもですね、特にへの

情報提供に対してのの特段の要望が出ていないというこ

ともありますし、今後厚生労働省から出された部分につ

いては、どの程度までというところ含めて、さらに協議

が必要というふうに考えておりますので、この方向でで

すね、検討してまいりたいというふうに考えているとこ

でございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続けて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3番（広瀬寛人君） それではの発達障がいについて、

移ってまいりたいというふうに思います。 

御答弁いただいた中では、乳児期から、小学校、中学

校まで義務教育期間につきましては、おのおの、いろん

な支援体制、それからチェック体制、が充実をされてい

るというふうに答弁をお聞きして感じております。 

一番難しいと言いますか、これからの課題というのは

私も1番目の1回目の質問のときにも申し上げましたが、

高校生、社会人になってから、本来顕在化するこの発達

障がいをどう捉えてどう支援をしていくか、というとこ

ろだというふうに思います。 

まずは、高校の就職活動、非常に厳しい中にございま

すが、その進路指導をする方々につきましても、こうい

った障がいの知識、こういったものがまだまだ行き届い

ていないというふうに言われております。 

このあたりは、教育委員会だけではなくて、一般の社

会組織までということなると、自治体がその責任を負う

ように感じております。 

先ほどの御答弁でも、教育機関に限らず、地域全体、

社会全体で支えていかなければならないというお考えを

述べられておりましたが、それに際しての施策、具体的

なものいま何かお考えであればお聞かせいただきたいと

思います。 
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○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 広瀬議員の質問、2 点

目の質問にお答えいたします。 

いま進めている実態としましては、就学前を主体とし

た中で、進めておりまして、先ほども御答弁申し上げて

いるとおり、富良野地区子供発達支援推進協議会、ある

いは、富良野市の特別支援連携協議会という組織を設け

まして、就学後の子供に対してはこの特別支援連携協議

会ということで取り組んでいるところでございます。 

この制度、平成の初めのころからスタートしているわ

けですけども、大人になって症状が出てくるという部分

もかなりございます。 

先日、アスペルガー症候群の方も36歳の方が発症した

というですね、そんな例も実はございます。 

したがって、小さいころからこういったものをしっか

りとらまえて、しっかり養育していくということが非常

に大事なことだというふうにも考えております。 

いま広瀬議員言われた進路含めて高校生というような

ことを考えればですね、当然最終的には、何らかの組織

の中で、これ実施していかなければいけないのかなと、

いうことでは考えているところでございますけども、具

体的にというふうになりますと、今後の課題というふう

に私どもも受けとめておりますので御理解を賜りたいと

思います。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） これは富良野市の次世代育成支

援地域行動計画ということで、平成22 年、本年から26

年までの計画書として作成されているものです。 

この中にも、発達障害がいに対する支援、施策につい

ては、項目としてうたわれておりますが、いま言われた

高等教育までの相談及び支援体制、整備の充実を図ると

いうことをこの中の文書でもうたっております。 

ぜひそのあたりを力を入れていただきたいというふう

に思います。 

先ほどの1回目の質問にもありましたが、これは、た

またまその更生保護というその保護司や厚生保護女性会

等、そういった方々に毎月出される通信を行っているそ

の研修や実態事例を報告する本でございますが、今回11

月については、発達障がいというものを特集をして組ん

でおります。 

ですので、その犯罪や非行の部分についても、もっと

手厚いサポートなり、社会の支援、広い知識があれば、

そこまでいかなくても済むというところが言われている

実態でありますので、ぜひこのあたりについては、深く

入り込んでいただきたいと思います。 

最後にですね、その先ほどの答弁の中で、医療、教育、

福祉、三つの作業部に分かれての調査を3月まで行うと

いうことで答弁をいただきました。 

この調査結果というのはどのような形で、開示をされ

るのか、もしくは何らかのものに反映をしていくという

お考えがあるのか、そのあたりの3月まで行われた調査

結果をどのように活用するかの見解についてお伺いしま

す。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 再質問にお答えいたし

ます。 

先ほどの乳幼児から質問中では成人期というようなこ

とで質問を受けたわけですけれども、いま現在、10月か

ら個別支援計画という中ではそれぞれいま進んでいる段

階でございます。 

その結果が個別的に医療、教育、福祉というような中

身で作業部会に分かれて、3 月まで調査研究を進めると

いうことでございますので、これの積み上げが、最終的

に仮称ですけれども、富良野圏域版の個別支援計画スク

ラムという中でございますので、これがもし完成した段

階に到達すればですね、これは何らかの形で皆さん方に

お知らせをしていかなければいけないでしょうし、周知

もしていかなきゃいけないのかなと。 

言われていることにつきましては、こういったことが

表面に出てきてまだ日があさいと、いうようなことで地

域住民に対しての認識が薄いと、いうようなことも一つ

あろうかと思いますので、その辺含めてですね、どうい

う形がいいのか、その辺をあわせて、検討していきたい

というふうに考えておるところでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） それでは文化会館の改修につい

て移りたいと思います。 

御答弁いただいた中でいろいろな設備の改修の必要性

については、認識をいただいているというふうに感じて

おりますが、一つは、本年、大変暑い夏がございまして、

その中で行われたセレモニー等でも、たまたま私がその

場にいたときに、副市長が文化会館の冷房設備がきちっ

と働かない状況になって、この暑い夏大変御迷惑をかけ

ている、という発言もございました。 

また、文化会館では先ほど私が述べたようにビールパ

ーティー等の使用頻度が非常に高いと。この中で、夏場、

近所の方からの騒音の苦情がある中で、その窓をあけら

れないことが指摘をされております。 

こういったことを考えると、改修の中にリストを挙げ

て優先順位をつけて行っていかなければならないと、い

うふうに思っておりますが、さきほどの御答弁では、照

明音響等については、委託をしているその演劇工房の方
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と綿密、打ち合わせをしているいうことの御答弁をいた

だきましたが、改修項目の必要なリストアップ、そして

それをどのような順番で行っていくかの計画については、

立案がされているのかどうか、その点をお伺いしたいと

思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 広瀬議員の文化

会館の関係につきましては、教育部長の方からお答えを

させていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います教育部長。 

○教育委員会教育部長（遠藤和章君） 広瀬議員の御質

問にお答えいたします。 

文化会館の改修関係の項目をリストを挙げて優先順位

を、というお話でございます。 

文化会館につきましては、さきほど答弁したようにで

すね、音響等につきましては、年次計画を持ちながら、

いま改修を目指しているというところでございます。 

冷房装置等含めてですね、働かないという話もござい

ましたけれども、文化会館の冷房装置につきましては、

エアコンではなくて冷風を送っているという関係上、能

力的には目いっぱいの状態でございます。 

今後、エアコン等設備するとなると相当な金額も必要

かなと思いますので、その部分、他の優先順位含めてで

すね、今後の総合計画、後期計画の部分になろうかと思

いますけども、その中で検討していきたいと考えており

ます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

3番広瀬寛人君。 

○3 番（広瀬寛人君） いま部長の方から総合計画の中

で、検討していくということでございました。 

まず一つは間違いなく、いろいろな意味でこの暑い夏

といいますか、そういったことが多い年になる、そして

富良野市は、税務署長さんが常に指摘されるように、こ

れだけこの小さなまちでビールパーティの多いまちは道

内にないと、言われるぐらい頻繁に活用されていると、

そんな中で地域住民の方への騒音を考えると、そういっ

たことへの対応策は考えていかなければならないという

ふうに思います。 

また、エレベーター、階段昇降機等、2 階への移動に

つきましても、これだけ高齢化が進み、そして車いす等

でなおかつそういった方々でも社会にきちっと参加をし

ていきたいという希望なり、意欲を持っている時代にな

ってきたときにですね、この辺の設備については、やは

り優先順位を上げなければならないというふうに思いま

す。 

私たまたま文化会館の施設については、消防法だとか、

構造上の問題等で、この2階への移動手段が可能かどう

かについて、ほんとに概略ですが専門家の方に伺うと、

可能性としては十分にあるということをお知らせいただ

きました。 

ぜひそういったところ検討いただきたいと思います。 

その2点、優先順位ということに関して総合計画の中

で、どの点を重点として考えられているのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育部長。 

○教育委員会教育部長（遠藤和章君） 広瀬議員の御質

問にお答えいたします。 

優先順位のその内容等でございますけども、私どもい

ま、文化会館の改修につきましては、先ほど言いました

ように音響等につきましては、できる限りはやくという

ふうには考えてございます。 

その他の部分につきましてはですね、先ほど質問にも

ございましたけども、施設改修となりますと、設備的に

可能かどうかという問題もございます。 

それらを含めてですね、今後、社会教育委員会議もご

ざいますので、そちらの方に諮問をしながらですね、広

く市民の意見を取り入れながら、リストを作成しながら、

優先順位をつくっていきたいなというふうに考えおりま

す。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で広瀬寛人君の質問は終了し

ました。 

次に、宍戸義美君の質問を行います。 

9番宍戸義美君。 

○9番（宍戸義美君） -登壇- 

さきに通告をいたしてある事項につきまして質問をい

たしてまいります。 

1 点目は、市道にかかわる歩道の設置でありますが、

日本では、昭和30年代になってから、自動車が農村地区

にも急激に普及してまいりました。 

この時期に、都市も農村も、人の命は地球よりも重い

という共通認識で、富良野市でも特に交通事故防止対策

が、なされてまいりました。 

その一環として、私は、平成 8 年から山部 19 線から

20 線にかかわる歩道設置の考え方を質してまいりまし

たが、平成13年の市長の答弁では、当初は補助事業で実

施をしたいとのこの構想で、北海道と再三協議をしたが、

なかなか補助事業の選択では、困難だという結論が、出

されてきた。 

このことからも、総合計画において、平成15年度の道

路整備の中で検討するから御理解を賜りたい、という答

弁がございましたが、当時の一般質問で、傍聴席にいた
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地区の人からは、いまだに契約もないのか。この道路で

死亡事故を見るとき、まことに残念な結果である。とい

う声を最近になってまた耳にする状況であります。 

その後、富良野五条大橋が改築がなされまして、大型

車両を含めて、通過車両が倍増してまいりましたので、

歩道のない山部19線と20線の区間が、非常に危険な状

態であることから、質問の課題として、再三協議をいた

し、五区山部線、山部19線から20線の歩道設置につい

て、さらに、協議を重ねてまいりましたが、富良野市総

合計画の中で、実施に向けて進めていくという、答弁で

ありましたが、いまだに不透明であります。 

御承知のとおり、この市道は、地区住民の生活道路で

もありますけれども、五条大橋から十勝や日高方面に通

過する車両と、またこれと逆に十勝や日高方面から地球

住民も含めて、富良野市内に来る車と滝川や旭川方面に

通過する車両が、多い路線でありますから、歩行者や自

転車に乗る人が、危険であります。 

再度申し上げますけれども、山部20線交差点では死亡

事故が発生しておるという現状を、重く受けとめて、大

事なことは、歩行者や自転車に乗る人は、被害者となら

ないように、そして車両の運転手も、加害者とならない

ように、早急に歩道の設置をいたし、市民が安心・安全

な生活ができるように、今後の実施計画の対応について、

市長にお尋ねをいたします。 

2 点目は、山部川橋の改築についてでありますが、老

朽化した山部川橋の補強等については、再三御提案をい

たしてきましたが、補強ができずに、車両の交通止めと

なった橋でありまして、地区住民の不安と不便をもたら

しているのが現状であります。 

この山部川橋は、私から申し上げるまでもなく、昭和

37年の豪雨による災害で、被害地区の国道の切り替えが

行われてから、国道から市道となった橋でありまして、

この山部川橋は、平成10年頃から、老朽化が進み、危険

な状況だという、地区住民から不安と心配の声が出てき

た問題のある橋であります。 

市では、重量制限をしながら、山部川橋の管理をして

きましたが、危険だという判断がされてから、車両の通

行止めの処置をとり、現状では、夏場に歩行者等が、ど

うやら通行ができるような、効率も悪く、冬期間には問

題があるという、地区住民不満の仮の橋であります。 

市長は、補助事業や一般会計予算等に配慮しながら、

改築は絶対にする、という判断でそれぞれ手配中のこと

であろうというふうに推察をいたしてございますが、改

築年次と橋の構想が住民には全くわからずに不透明だと

の声が、一部の住民では、山部川橋の改築の予算がなく

て、この際通行止めにしてあの路線を廃止するのか、と

いう複雑な心配をする声をかぜの便りで耳する昨今であ

ります。 

市長は、山部川橋の改築構想を明らかにして、地区住

民が安心して営農に従事をし、安心して生活ができるよ

うに、早急に対応すべきと思いますが、市長の決意につ

いてお尋ねをいたします。 

3点目には、市有物件山部地区の空き地活用について、

お伺いをいたします。 

本件については、以前から、山部地区総合振興協議会

を通じ、あるいはまた、最近では、市長と語ろう地域懇

談会等でも、それぞれ、旧山部厚生病院跡地と旧寿光園

跡地の活用については、行政も検討をいたしているが、

地元住民の意向を尊重したいという状況で、跡地活用と

緑地公園等については検討をしているであろうというふ

うに思いますが、いまだに、みえる構想もなく、過疎化

が進む山部地区の総人口は、2,250 名足らずにまでも減

少が続き、今後も減少をして、店もなくなり、買い物難

民となるのではないかということで、住民は心配と不安

の状況であります。 

市長は、旧山部厚生病院跡地と旧寿光園跡地の活用に

ついて、現在どのように対応をなされているのかお尋ね

をいたします。 

次に、教育行政について、2 件に分けて教育長に質問

をいたします。 

1 件目は、社会教育についてでありますが、教育の根

幹であります教育基本法が改正されまして、これに関連

する法律、規則等も改定がなされたと認識をいたしてお

りますが、このような経過もあって、日本の教育が大き

く変換されようとする中で、時代を担う多くの子供たち

が、健やかで自らの個性や能力を伸ばすためには、家庭

教育と学校教育や社会教育は、大変な重要な位置づけに

なるであろうというふうに考えております。 

このような状況の中で、懸案でありました山部小学校

屋内運動場の改築整備は、山部地区の住民にとりまして

も、長年にわたり待ち望んでいたところでございまして、

改めて感謝をいたす次第でございます。 

さらには、屋内運動場の整備によりまして、放課後の

子供教育事業が実施をされ、子供たちのためにも、安全、

安心対策として、毎日午後5時まで、地域のボランティ

アの方々による指導者の協力をいただきながら、読書活

動や学習などの推進をいただいているところでございま

す。 

そのようなことから、教育長にお伺いをいたしますが、

放課後の子供教室の進捗状況について現状をお尋ねをい

たします。 

2点目には、学校教育についてお伺いをいたしますが、

快適な学校環境づくりと、熱中症については、本年は日

本中が猛暑続きで例年にない異常気象が連続して発生を

いたし、農業者以外はもちろんのこと、家畜の健康阻害、

そして人体にも、熱中症によって、尊い命が奪われた、
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と報道されておりましたことについても、記憶に新しい

ところであります。 

身近な話では、私の孫も小学校2年に通ってございま

すが、その当時は、毎日毎日暑い暑いとの連発でござい

まして、成人でも人体にかかわる健康管理は、だれしも

が大変なことでございますが、子供たちが学ぶ学校は、

快適な場所で、楽しく学ぶ場所でなければならないとい

うふうに思ってございます。 

そのようなことから、教育長にお伺いをいたしますが、

すべての教室に、冷房を設置とは言いませんが、少なく

とも各学校の保健室くらいには、小規模で携帯、移動の

できる冷房施設等が必要だと強く考えてございますが、

市長もいらっしゃいますが、新年度の教育関係の予算等

にもかかわりますが、今後に向けて、教育長の見解をお

尋ねをいたし1回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午前11時07分 休憩 

午前11時16分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

休憩前の宍戸義美君の質問に御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

宍戸議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目の市道整備についての1点目、五区山部線の歩

道設置についてでありますが、過去にも何回か御質問を

受けておりますが、単独事業での実施は難しいため、補

助事業による歩道設置に向け、関係機関と協議を進めて

きたところでございます。 

しかしながら、交通量、歩行者数が少ないこと、また、

公共事業削減等から、新規事業採択時の条件が、一層厳

しくなっており、実施は非常に難しい状況でございます。 

また、毎年、山部地区総合振興協議会から、橋梁、市

道など、山部地区地域要望を受けておりますが、五区山

部線つきましては、歩道設置の優先順位は低いことから、

車道の舗装損傷が著しくなってきたこともあり、平成20

年度より、全体延長約8.8キロメートルの舗装改修工事

を優先的にいま進めているところでございます。 

次に、2点目の山部川橋の改築についてでありますが、

橋梁点検により橋台や橋脚、主ゲタに損傷が見つかった

ことから、平成18年11月2日に、車両歩行者の通行止

め処置を行ったところでありますが、平成19年5月に歩

行者用安全対策を行い、夏期のみ歩行者の通行を可能と

いたしたところでございます。 

通行止め以降、地域や山部地区総合振興協議会から、

早期車両の通行に向け、橋梁の改築要望を受けていると

ころであり、架け換えの必要性は十分理解をいたしてい

るところでございますので、補助事業での架けかえに向

け、21年度より実施しております橋梁長寿命化修繕計画

の中で、関係機関と協議をいま進めているところでござ

います。 

現在想定しております架けかえに要する期間は約2年

間で、1 年目は地質調査、設計測量調査、旧橋解体、橋

台橋脚工事、2 年目は上部工のけた製作、けた架設取り

付け道路工を予定しているところであります。なお、工

事中は全面通行止めを考えておるところであります。 

今後、関係機関との協議が整い次第、設計調査から進

めてまいります。 

2 件目の市の未利用財産の利活用についての市有物件

の空き地の活用についてでありますが、市では、現在利

用されていない市有財産の有効活用や処分を進めるため、

庁内に富良野市公有財産利活用検討委員会を設置をし、

さまざまな視点から総合的に検討を行い、利活用方針を

決定をいたしているところであります。 

ご質問の山部厚生病院跡地については、道路向かい側

にあります桜公園を移し、現在の公園用地を分筆して、

分譲を行いたいと考えているところでありますが、この

公園敷地の一部に公共下水道の施設や建物が建てられて

おりますので、これら隣接地権者との調整を図りながら

進めてまいります。 

また旧寿光園跡地につきましては、これまで市営住宅

の移転建てかえ用地として活用を考えておりましたが、

現在策定中の富良野市公営住宅等長寿命化計画において、

全体戸数の調整及び施設団地内の敷地を有効活用するこ

となどを考慮し、ユーフレ団地内での建てかえの方向で

検討しているところでありますので、跡地の活用は、移

住者対策や企業誘致などを含め、地域の振興が図られる

よう、山部地区総合振興協議会と十分協議を行いながら

検討を進めてまいります。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 宍戸議員の3件

目、社会教育についての放課後子供教室の活動状況につ

いてお答えをいたします。 

放課後子供教室事業につきましては、放課後の子供た

ちの安全安心な居場所を設け、子供たちに文化、スポー

ツ活動などの体験を通じて、心豊かで健やかにはぐくま

れる環境づくりを推進するために、平成20年度より、国

の補助事業として取り組んでいるところでございます。 

本事業は、児童館、学童保育センターが未整備であり

ます山部地区と東山地区を対象として、山部地区では平

成20年5月より週1回実施し、山部小学校体育館が完成

してからは、月曜から金曜の週5日間開設をしておりま
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す。 

東山地区は、樹海小学校におきまして、本年5月より、

週1回実施しているところでございます。 

放課後子供教室には、コーディネーター、安全管理員、

学習アドバイザーを配置し、子供たちが安全に活動でき

るよう配慮しながら、指導を行っております。 

登録人員は、山部地区では62 名で65％の登録率、東

山地区は36名で72％の登録率でございます。 

また活動内容でございますが、基本的には、子供たち

それぞれの自由な発想による遊びを中心としております

が、メリハリを持った生活を習慣づけるためにも、宿題

や自習、読書の時間と自由な遊びの時間に分けて活動し

ております。 

放課後にさまざまな体験、交流、学習など、活動の提

供を行い、さらには、地域の人々との交流を図ることで、

子供たちも意欲と関心をもって、みずから進んで活動す

ることに結びついており、また地域の輪と教育力も高ま

ってきているところでございます。 

次に4件目、学校教育についての児童生徒の体調に配

慮した学校施設整備についてお答えをいたします。 

児童生徒が学びの場として、一日の大半を過ごすこと

になる学校施設につきましては、安心で快適な環境の中

で学校生活を送ることが大切であると認識をしていると

ころでございます。 

近年、北海道におきましても、夏の猛暑は厳しさを増

しており、本年6月には北海道におきましても、熱中症

の患者が142名発生し、うち1名が死亡という報告もさ

れておりますことから、これまでも市内小中学校におい

ては、暑さ対策として、換気の徹底などを行ってきてい

るところでございます。 

しかしながら、各小中学校においては、屋外での活動

なども多く、ことしの猛暑をみるとき、急激な気温上昇

など、児童生徒の体調の変化に対応していくための対策

が必要なことから、市内小中学校におけることしの暑さ

対策の状況調査を進めながら、学校長や養護教諭などの

意見を聞いてまいりたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

9番宍戸義美君。 

○9 番（宍戸義美君） 市長の答弁であらかた理解をい

たしておりますけれども、部分的に再質問をさしていた

だきます。 

1 点目の関係で答弁の中に、しかしながら、交通量や

歩行者の数が少ないと、いうふうなことで判断が厳しい

んだというふうなことでございますけれども、この交通

量、歩行者の数、これらは何を基準にして少ないという

ふうに答弁をされたのかお尋ねをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宍戸議員の方を再質問について、

まず、建設水道部長の方からお答えをさしていただきま

す。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 宍戸議員の御質問にお答え

をいたします。 

先ほどの答弁の中で交通量や歩行者が少ないこと、何

を基準にしてるかということでありますけども、新規事

業採択時の条件ということがあります。 

その中で、平成16年をさかいにしてですね、採択条件

というのは変わってきておりますけれども、16年以前に

おきましては、1 日当たりの歩行者の数、あるいは、12

時間自動車交通量、こういうものが示されておるわけで

ありますけども、それらと比較してということで、先ほ

ど答弁させていただいたということでありますので、御

理解のほどをお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

9番宍戸義美君。 

○9番（宍戸義美君） このことについては、先ほどの1

点目でも申し上げてまいりましたけれども、この道路に

かかわる歩道設置については、当時の市長は設置が必要

だと、いうふうに認めておったわけであります。 

その認めたことによって、何とかこの市民の税金を少

しでも、軽減をさせるために、道費あるいは国費の補助

事業をもってここに設置をしたいと、いうふうに考えて

とり運びをされたのでありますが、ここで申し上げたい

のは、必要だからこそ補助事業に載せて設置をしたいと

いうことを、申し上げておきたいと思いますが、現状で

は、補助事業がなければ単費ではやれない、という判断

でいるのか市長の考え方をお尋ねをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

○市長（能登芳昭君） 宍戸議員の再々質問にお答えを

申し上げたいと存じます。 

ただいま建設水道部長の方から、詳細についてお話を

さしていただきました。 

現在、ご質問ありました道路含めてですね、大変いま

国の公共事業に対する査定というものが、ものすごく厳

しい状況に、昨今、随分、新聞報道でも、それぞれ報道

されておりますけども、そういう状況を考えますと、単

独事業でやる場合について、優先順位というのはやはり

あるわけですね、全体の市の事業から考えてみて、いま

やらなければならない事業の一つなのかどうか、こうい

うことを考察したときに、できる状況になることが恐ら

く、将来的には、出てくる可能性もあるのかなという感

じがいたしますけども、ここ当分の間については、まだ

まだ優先をしなければならない事業もございますので、
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そういった点で御理解を賜りたいとこのように考えてる

とこでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

9番宍戸義美君。 

○9 番（宍戸義美君） 次の山部川橋の関係について質

問をいたします。 

答弁の内容をお聞きいたしておりますと、どうやら市

長も強い決意をなされたようでございまして、この橋に

かかわる関係機関との協議中であるというふうな答弁の

ことから、2 カ年間で実施をしたいと、いうふうなこと

であります。 

このことについては、当然、御理解をいただきたいと

いうことでありますから、理解をいたしますけれども、

新年度の予算計上の中に、1 年目の地質調査あるいは設

計測量調査、こういった関係の予算措置がなされていく

んだと、いうふうに理解をしてよろしいかどうかお尋ね

をいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

建設水道部長岩鼻勉君。 

○建設水道部長(岩鼻勉君) 次年度の予算の中に設計費

等が盛り込まれているのかという御質問かというふうに

思います。 

ことしの 11 月の中旬にありました山部地区総合振興

協議会からの要望においても同様の質問がありまして、

答えさしていただいているとこでありますけれども、こ

れは昨年から橋梁長寿命化修繕計画を策定しているとい

うことは御存じかというふうに思います。 

この中で当然、23 年度からの新たな総合計画の中で、

早い時期に進めてまいりたいということで答弁をさして

いただいてます。 

その中で明確に答えられないというのがそれぞれその

年度ごとに国の予算等もあるものですから、明確に何年

度に進めていきたいということが言えない、我々当然、

担当者としてはですね、御迷惑をかけているということ

もありまして、当然早期にかかりたいというのが山々で

ありますけども、そういうような事情があるということ

であります。 

現状としても国の予算はまだ確定をしていない状況で

ありますので、その辺を十分見きわめながらですね、進

めてまいりたい。 

当然、昨年度、今年度におきましてもですね、早期に

取りかかりたいということを道を通じて要請をしており

ますので、国の予算の動向に応じて、ということで御理

解をいただきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

9番宍戸義美君。 

○9番（宍戸義美君） 何回も申し上げますけれども、

この橋について本当にやる気があるんだというふうのが

やっと見えてまいりましたので、必ずや実行されますよ

うに御期待をしながら、次の質問に移ってまいります。 

2 件目の市有物件の財産活用についてお尋ねをいたし

てまいりましたけれども、旧山部厚生病院跡地について

は、御答弁の中で、厚生病院の前にある公園を分筆して、

というふうな内容の答弁がございましたが、私は聞いて

いるのは、厚生病院の跡地のことであって、それに附属

する前の公園をどうするこうするについては、このこと

は非常にいいことだと、分譲して実施するにやるべきだ

というふうに思ってますが、厚生病院が建ってた建物の

ところをどうするのかと、いうふうに聞いておったんで

ありますがお尋ねいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宍戸議員の再質問に、まず、総

務部長の方からお答えをさせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

総務部長古東英彦君。 

○総務部長（古東英彦君） 宍戸議員の質問にお答えを

させていただきます。 

厚生病院の跡地の方につきましてはですね、その道路

側にあります桜公園をそちらの方に移すという市長の答

弁でございますので、御理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

9番宍戸義美君。 

○9番（宍戸義美君） それでは次に進めてまいります。 

社会教育の関係について、教育長に再度お尋ねをいた

してまいります。 

放課後の子供たちの教育については、非常にこれはよ

いことであるというふうに思ってございますし、このこ

とについていま、答弁がございましたけれども、こうい

った子供に対するよい面をですね、今後、どのように他

の地区についても、広げていくといいましょうか、開設

をするというか、おおいに広げてやったらよかろうとい

うふうに判断をいたしてございますが、どのような考え

方であるかお尋ねをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 宍戸議員の社会

教育、放課後子供教室の関係について、再質問にお答え

をさしていただきたいと思いますけども、この事業は子

供の放課後のですね、安全で安心な居場所をつくってい

くということが最も重要だところだと思っております。 

そんな中でいま体験をしたり、あるいは、学習をした

りということで、大変そういうのを提供して効果が出て

おります。 
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お答えをさせていただいておりますけども、樹海地区

の方でいま週1回実施をしております。 

これをですね、地域の皆さん方の御要望もいま出てお

りますので、できればこの事業の効果、これをいま検証

さしていただいて、そして次年度からですね、23年度か

ら月曜日から金曜日まで、5 日間実施できる方向でです

ね、いま検討をしていきたいとこんなふうに思ってます。 

他の地区につきましてもですね、それぞれ人材の確保

というのが重要となってまいりますので、地域の方々と

また協議をしながらですね、できれば、他の地区につい

ても、検討していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

9番宍戸義美君。 

○9 番（宍戸義美君） 最後の質問といたしたいと思い

ますけども、子供たちの健康管理のために、携帯という

か移動のできる冷房施設の関係で質問をいたしてござい

ましたけれども、このことについては、状況を判断しな

がら、学校長や養護先生方の意見を聞いて進めてまいり

たいと、いうふうなことでありますけれども、私の耳に

聞こえてくる範囲内では、学校の予算がなかなか厳しい。 

どうしてもだめだということであれば、地区の有志によ

って、ある程度安いものであるけれども、用意をしても

どうなんだろうというふうな風のたよりで聞いてござい

ますけれども、もしかそういったことで、快適な施設が、

寄贈されるかでなくて、それは当然、学校の予算でやる

から、快適な予算措置を市長と相談してやるぞと、いう

ふうな考え方について、寄贈すれば、当然もらうであろ

うけれども、寄贈される前に姿勢として教育委員会の方

で、わずかながらでも、年次別に用意すべきだという判

断でございますけども見解についてお尋ねをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 宍戸議員の学校

教育について学校施設の関係についてお答えをさしてい

ただきたいと思いますけれども、御答弁もさせていただ

いておりますけども、子供たちが、学びの中で1日の大

半を過ごす生活の場でもあります。 

ことしみたいな猛暑は、びっくりするぐらいなことが

ございまして、できるだけ私どもも換気に努めるという

ことで取り組みをさせていただいてます。 

先ほども、御答弁をさせていただいておりますけども、

いまもしそういう有志の方々がどうのこうのというお話

がございますけども、できれば私ども総体的なですね、

教育予算というのがございまして、この時期を乗り切れ

ばということで、普通で行くと夏休みが7月中旬以降に

始まってまいりますので、最高の熱いときはだいたい夏

休み期間中になってくることもありますので、できれば

そういう有志の方々とですね、協議をしながらですね、

ＰＴＡの方々かなと思いますけども、いま、いろんな形

の中で、ＰＴＡの方々とも協議をさせていただいており

ますので、できるだけ私どももですね、直射日光は避け

るということで、カーテンを設置したり、あるいは、網

戸を設置なんかもしておりますので、そんな中で何とか

この暑い夏を乗り切っていければなと、こんなふうに思

ってます。 

そのことがまた子供たちの体力増強にもなっていくの

かなと思っておりますので理解をしていただければと思

っております。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

9番宍戸義美君。 

○9 番（宍戸義美君） 締めくくりといたしまして、い

ろいろな角度から、御答弁をいだきましたことに厚くお

礼を申し上げまして終わりたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 以上で宍戸義美君の質問は終了し

ます。 

次に、天日公子君の質問を行います。 

12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） -登壇- 

さきの通告に従い、順次質問をしていきます。 

1件目、看護専門学校について質問いたします。 

看護専門学校の設立の目的には、富良野地域の保健医

療、及び福祉領域に働く専門職のうち、看護職員の不足

は従来より重要な課題となっており、当校はその解消を

図ることを目的に、平成6年4月に開設された。 

ますます進展する少子高齢社会に対応するには、看護

師の資質を向上させ、多くの領域で活動できる人材の育

成を図ることが求められている。 

当校は、富良野地域の保健、医療、福祉の分野におい

て、温かな心で人々を支え、看護の責任を果たすことの

できる看護師の養成を使命とする、とあります。 

富良野看護専門学校のいままでの卒業生は 21 年度ま

で455 人が卒業をしています。455 人の卒業生のうち、

121人、26.6％が富良野市内の病院に就職しております。 

また、121人中45人が富良野高校、上富良野高校の出

身者であり、これは富良野高校、上富良野高校からの卒

業者75人中45人で、60％が富良野市内の病院に就職を

していることになります。 

14期生卒業までに121人が、富良野市内に就職をして

おりますが、ここ3年間には、19年度には3名、20年度

には8名、21年度12名となっておりますが、現場の病

院からすると、まだまだ看護師さんは少ない状況だと聞

いております。 

さて、富良野看護専門学校生が、富良野で就職して長

く勤めてもらうためには、環境づくりなどが大切と思っ

ております。 
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その一つに、修学資金があると思います。富良野市の

富良野市看護職員養成修学資金貸付制度の経過について

は、平成18年第3回定例議会で条例の一部改正について

提案がありました。 

定例議会の前に、市は平成18年7月25日から8月14

日までに、市民へのパブリックコメントをしております。 

内容は、看護職員養成修学資金貸付金の見直しに伴う条

例改正についてとして、記載されていたのは、制度の成

果として、この制度は、平成10年度から開始したが、制

度を活用した方の7割以上が市内に就業し、当初の目的

である看護職員の充足状況では、一定の効果をあげてい

る。 

改正の必要性としては、近年の国の三位一体の改革、

道、市の厳しい財政状況の中でありますが、本制度は、

今後も必要であると認識していることから、より一層充

実した医療体制の整備を図るため、一部内容を改正し、

継続していきますとあります。 

改正点として、貸付金額で月額4万円から2万円。申

込みの締め切り日を、毎年度4月末日までとする。違約

金の割合は年10.75から、年10.95とされています。 

また議会での説明でも条例の目的としての看護職員の

業務に従事しようとするものに対して、資金を貸し付け、

もって優秀な看護職員を育成するとともに、その確保を

図ることとした制度の中、現状では正看護師の充足が図

られてきていること。 

また、市内の病院が、貸付制度を開始して、各病院が

それぞれに看護職員の確保充実に向けて、懸命に努力を

されているなどと説明をされ、原案どおり可決されまし

た。 

一方、平成18年4月には、医療環境の改正がされまし

た。社会保障診療報酬が改定され、看護師配置基準が、

それまでの最高基準として、患者10人対看護師1人から

新たに患者7人対看護師1人が算定され、1日の入院基

本料が変わりました。 

それまでも、医師不足、看護師不足が言われていまし

たが、このときから、より一層深刻になり始め、現代に

至っております。 

また、富良野看護学校でも、社会環境の変化、少子化

の影響などにより、平成21年度から入学定員を40人か

ら30人にしております。 

この件については、平成21年第1回定例会で、保健福

祉委員会より、事務調査第6号看護専門学校についてと

して、看護専門学校における運営状況と課題の把握に努

めた内容として、詳しく調査報告されています。 

その中でも定員割れを防ぐために、各種奨学金制度を

拡充できるようにとして、奨学金制度をはじめ、学生の

修学環境及び学習環境の一層の充実に努められたいとさ

れています。 

そしてこの21年第１回定例会では、民主クラブの代表

質問でも、地域医療の中で、看護師不足は、医師不足と

ともに、喫緊の課題であり、看護師の育成・確保に対し

て、看護学校の富良野高校の5人推薦枠の拡大とキャリ

ア教育で中学生からの取り組みが必要であると質問をし

ております。 

また、ことしに入り、22年第1回定例会で看護専門学

校の運営維持のため、必要な財源として、授業料を 18

万円から24万円に改正する提案がされ、第2回定例会福

祉委員会で可決する報告がされました。 

このときも条例とは直接関係しませんが、修学資金を

充実させるなど、地域の看護師不足解消に向け、積極的

に取り組む必要があることなどで、意見の一致を見たと

ころでありますと述べています。 

このような経過のもと、富良野市民の命の安全安心を

守るために、看護学校の果たす役割は大変重要でありま

す。 

看護職員養成修学資金貸付が一定の成果を上げている

ものの、あるいは役割を果たしているとして改正が行わ

れてきましたが、医療を取り巻く環境が変わり、看護師

の育成確保に対応するためには、議会では何度もこの修

学資金の充実について述べております。 

看護職員養成修学資金貸付として、現在の予算の範囲

内の貸付額を解除して、利用したい人が利用できるよう

に、また、申し込み期日の解除も必要であるとの思いか

ら質問をいたします。 

1点目、推薦入学について。 

一つ、入学定員減の中、推薦入学はどのような状況で

効果はどうなのか。 

一つ、地元学校では、推薦入学の取り組みをどのよう

に受けとめ、対応してくれているのか。 

2点目、富良野市看護職員養成修学資金貸付について。 

一つ、入学者数と富良野市看護職員養成修学資金貸付

利用状況、就職状況推移はどのようになっているのか。 

一つ、19年度からの修学資金利用者減の内容をどのよ

うにとらえているのか。 

一つ、富良野市の現在の看護師の充足状況について。 

一つ、富良野市看護職員養成修学資金の予算の範囲内

の貸付と申し込み期日の解除についてお聞きいたします。 

2件目、公衆浴場について。 

私は公衆浴場について、5 年前にも質問をしておりま

す。 

前回はただ一つの公衆浴場のろ過配管が破裂しそうで、

壊れた後には、経営者が修理できないので休業するとい

う話がありました。利用者からするとおふろがなくなる

のではないかと、一時、大変心配をいたしました。 

行政の調査、支援のもと修理することができ、そのと

き、利用者は皆ほっとしたことでした。 
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また昨年は、入浴者数の減による経済的なもの、経営

者自身の体力的なものの問題が起こりましたが、今年度

の公衆浴場確保対策事業補助金の増額で対応され、公衆

浴場は、継続されています。 

利用者は、経営者の一生懸命な働きや、経営努力は知

っていますし、人柄などに助けられて、入浴はいつも気

持ちよく、楽しみの一つにもなっています。 

しかし、これからの問題として、建物の老朽化、経営

者夫妻の体力などを考えると、利用者はいつも家族のよ

うに心配をしています。 

このような状況から、私としては、いままでのように、

公衆浴場に何か問題があったらその都度対応では、住民

の心配は解消できないと思っております。 

富良野市では、高齢化している住民の公衆浴場のあり

方やできなくなったときなどのその後の対応措置はどの

ようにしていくかについて十分検討されていることと思

います。 

お風呂のない、特に利用者の多い北麻町地区の住民は

いつも心配しており、心配しなくてもよいように、いま

あるなれ親しんでいる公衆浴場をなくさないようにして

いただきたいと願っています。 

そこで質問をいたします。 

健康で文化的な生活をするための、一つしかない公衆

浴場はとても大事なもので、富良野市としても公衆浴場

の問題は、十分把握していることと思いますが、公衆浴

場の存続をどのようにとらえているのか。 

また、今後の取り組みはどのような方向性で計画をし

ているのかお聞きいたします。 

1回目の質問は終わります。 

○議長（北猛俊君） ここで午後一時まで休憩いたしま

す。 

─────────────── 

午前11時54分 休憩 

午後 0時59分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 午前中に引き続き、会議を開きま

す。 

午前中の天日公子君の質問に御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

天日議員の御質問にお答えをいたします。 

1 件目の看護専門学校についての1点目、推薦入学に

ついてでございますが、本校では、上川、留萌、空知管

内の公立、私立、八つの高等学校を推薦入学指定校とし

ており、平成18年度、18名、19年度には17名、20年

度には16名、21年度には13名、そして22年度、14名、

さらに、平成23 年度、推薦入学予定者は、17 名となっ

ており、入学定員の約半数を推薦入学によって確保して

いる状況でございます。 

少子化は4年制大学進学志向がますます進む中、専修

学校への志願者が減少していることもあって、当校への

受験志願者数も年々減少してきており、推薦入学制度は、

人物、学業の面において、優秀で可能性豊かな学生をよ

り早い時点で、確保できることが大きな利点となってい

るところであります。 

次に、推薦入学に対する市内高等学校の受けとめ方に

ついてでありますが、富良野市内におきましては、北海

道富良野高等学校推薦入学指定校とさせていただいてお

りますが、近年の推薦入学者数は平成 18 年度 5 名、19

年度5名、20年度6名、平成21年度5名、平成22年度

8名、そして、平成23年度予定者は8名と推移をしてき

ており、推薦入学者枠が毎年すべて活用されている状況

にございます。 

例年できるだけ早い時期に学校を訪問させていただき、

将来の看護職への進路意識が確かで、必要な学力を十分

に身につけた生徒を推薦していただくよう、強く働きか

けており、富良野高等学校といたしましても、十分な理

解のもとに、優秀な生徒を選考の上、推薦をいただいて

いるものと考えているとこであります。 

また、本年度も、富良野高等学校が実施いたしました

進路説明会では、本校の専用ブースを開設していただき

ましたが、予想を上回る多数の生徒が参加し、看護師へ

の進路希望は、高まる傾向にあるものと考えております。 

なお、市内の中学校においても、職業体験学習を通して、

看護職志望の動機づけを行うため、中学校へ出向き、啓

発活動を行っているところでございます。 

次に2点目の富良野市看護職員養成修学資金貸付につ

いてでありますが、近年の貸付の利用状況の推移を見ま

すと、平成18年度20名、19年度13名、20年度12名、

21年度12名、平成22年度13名となっており、卒業時

の市内の病院への就職状況は、平成18年度8名、19年

度3名、平成20年度8名、21年度12名となっており、

平成22年度卒業予定者36名中15名が市内病院の就職が

内定しているところであります。 

特に平成21年度からは、地元への就職率が高まりを見

せており、地元高等学校からの推薦入学制度による、入

学の促進と富良野市看護職員養成修学資金貸付をはじめ

とする修学資金の支援による効果であると、このように

考えているところであります。 

次に、平成19年度以降の修学資金利用者の減少につい

てでありますが、修学資金には富良野市の修学資金のほ

か、市内の富良野協会病院及び富良野西病院が貸し付け

るものもありますが、平成19年度には、富良野市の修学

資金について、それまでの成果や市の財政状況を踏まえ、

その金額を4万円から2万円に減額するとの見直しを行

ったこと。 
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また、当時は、看護師配置基準がいわゆる、7対1に

改定されたことによる大都市部における看護師需要の高

まりを背景とした地元に拘束される修学資金離れの傾向

などもあって、市の修学資金貸付利用者が減少したもの

と考えているとこであります。 

次に今後の修学資金貸付の充実方策及び年間を通した

貸し付け申請の受け付けでありますが、本修学資金につ

きましては、富良野市看護職員養成修学資金貸付条例第

6条第2項に、予算の範囲内で貸し付けの可否を決定し、

と規定されており、今後貸し付けを希望する学生に可能

な限り対応することができるよう配慮してまいりたいと

考えております。 

また、修学資金貸付申請の受け付けを年間通して、随

時行うようにするとの考え方については、個々の学生の

急を用する経済的な困窮に対応するという面においては、

意義があるものと考えますが、修学資金は1人1人の学

生に、保護者の経済状況や将来のみずからの就職策につ

いて、入学後ほぼ1カ月をかけて熟慮して判断させた上

で、年度の節目ごとに申し込み受け付けを行うことが、

学生学校の両者にとってより適切であることから、通年

にわたる随時受け付けを考えておらないところでござい

ます。 

2 件目の公衆浴場についての、存続の取り組みについ

て、一つ目の公衆浴場の存続をどのようにとらえている

かについてでありますが、公衆浴場は地域住民の保健衛

生上、必要不可欠であり、お風呂のない公営住宅も多い

ことから、将来とも必要な施設であると認識をいたして

いるところでございます。 

市では市内の公衆浴場を存続する視点から、平成4年

度より浴場確保対策補助金を助成してまいりましたが、

市内に1件の公衆浴場を継続していただくため、平成19

年度より年間70万円を運営費の一部として補助し、また、

高齢者入浴助成事業として、65 歳以上の高齢者のうち、

公衆浴場の利用希望者に年 12 回の利用券を発行する支

援も継続してまいりました。 

しかし、年々入浴数が減少しており、経営も厳しくな

ってきたことから、継続について協議をした結果、今後

も続けていくことを確認できましたことから、本年度よ

りこれまでの補助金に加えて、赤字補てん分と臨時雇用

できる人件費相当分を加えた238万円を補助することで、

予算を確保したところであります。 

二つ目の今後の取り組みは、どのような方向性で計画

しているかについては、前段申し上げましたように、継

続の確認をしておりますので、経営が難しくなった段階

で、改めて方向性の検討を進めてまいりたいと、このよ

うに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） 推薦入学についてお聞きしたい

と思います。 

いまの御答弁の中で、推薦入学がかなりの入学者数の

半数を占めているということをお聞きいたしました。 

その中でですね、また社会人の推薦枠について、取り

扱われておりますが、その社会人推薦枠について経緯と

状況について詳しく御説明お願いしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 天日議員の再質問にお答えをい

たします。 

学校長の方からお答えをさしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

看護専門学校長丸昇君。 

○看護専門学校長（丸昇君）天日議員の再質問にお答え

をいたします。 

いま再質問にもありましたように、推薦入学者枠が満

度に活用されている状況にあります。 

加えて、社会人入学の枠もですね、2 名ございますけれ

ども、これにつきましても、昨年まで順調に推移してき

ておりまして、ほぼ満度に希望者があり、入学をしてい

るとこでございます。 

今年もまだ締め切ってはおりませんけれども、大変問

い合わせ等が多い状況にございまして、まず、満度に入

学されるものと、そういう状況であると考えております。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） それでですね、この社会人推薦

枠の方たちの地域について、またそしてこの方たちが、

もし富良野地域であるならば、その就職状況などについ

てもお聞きしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

看護専門学校長丸昇君。 

○看護専門学校長（丸昇君） 天日議員の御質問にお答

えいたします。 

いま手元に社会人入学者のですね、詳細な情報は持ち

合わせておりませんけれども、社会人入学を希望してい

る者の出身地は、札幌等ですね、全道にわたっておりま

す。 

それから、それらのものが、富良野市並びに富良野市

近隣に就職した実績はいまのところですね、全くないと

は思いませんけれども、それほど多くない状況にござい

ます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） 看護学校がですね、市内の高校

そしてキャリア教育ということで中学校のところまで、
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啓発活動をされているということに対しては、大変喜ば

しいこととして受けとめております。 

今後もですね、この啓発の事業につきましては、強力

に推し進めていただきたいと思っています。 

次に続きまして、富良野看護養成修学資金貸付につい

て、質問させていただきたいと思います。 

修学資金の総体人数については、18年度20名、19年

度13名、20年度12名、21年度13名という形で御説明

ありましたけれども、実際ですね、平成19年度から予算

枠ということで学年について5人がですね、就学援助資

金を借りている状態になっております。 

この5人がですね、本当にこの富良野市の看護養成に

あたって、看護師さんの就業と就業確保につながってい

るかどうかっていうことについては、ある程度評価させ

ていただきますが、実際ですね、平成21年12月28日の

授業料改正のときの市民へのパブリックコメントのとこ

ろでですね、説明がございまして、その説明の中で、平

成 6 年の開設以来、平成 20 年度までの卒業者数は 425

名であり、そのうち市内医療機関への就職者数は109名

となっており、卒業者全体のわずか25.6％で、このよう

に卒業生の4分の1にすぎない就職率では、本校の設立

目的である地域の看護職不足の解消という面を満足する

ものではありませんていうことで、パブリックコメント

に載っております。 

次にですね、市内への就業率促進のため市内の医療機

関に就職する志ある学生に対して修学資金の制度を設け

て貸与を行っているが、現状は希望者全員に貸付するこ

とは至っていないということが、そして貸与枠の拡大が

必要であるということがこの中に載っておりまして、こ

れが行政の所管として載っているわけでありまして、5

人枠というのがですね、本当にこのままでいいのか、た

だ今回ですね、今後貸し付けを希望する学生に可能な限

り対応することができるように配慮していきたいという

ことで答弁いただいておりますが、このような経過のも

とで、可能な限り対応するということは、この予算内の

中でどのようにされるのか、もう少し詳しく御説明お願

いしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

看護専門学校長丸昇君。 

○看護専門学校長（丸昇君） 天日議員の御質問にお答

えいたします。 

その前に、先ほどの私の答弁の中にちょっといい漏ら

しがございましたので、補足させていただきます。 

社会人枠は、推薦入学ではなくて、普通に入学試験を

行います。入学試験をやる中で社会人枠があるというこ

とでございます。 

社会人枠の制度は、平成22年度より実施しております

ので、まだ卒業生は出ておりませんので、就職状況につ

いては、申し上げることができないということでござい

ます。 

いまの御質問でございますけども、おっしゃるとおり

5 人程度の人数で推移をしてきておりまして、年度によ

っては希望者全員に貸付を行えない年度もございますけ

れども、御承知のように貸付制度そのものがですね、ま

ずもって経済的に困窮している学生であること、これが

一つ。 

それから、将来富良野市に就職を希望しているもので

あること。 

この両方が完備されないとですね、貸し付けを決定で

きない訳でございまして、その年度年度によって変動が

あるものと、いうふうに考えておりまして、5 人の枠が

必ずしも希望者を十分にとれないことに毎年つながって

いるというふうにも考えておらないとこでございます。 

それから、今後可能な限りということでございますけ

ども、これもその年度年度の予算の範囲があると思いま

すので、私どもとしてはできるだけ希望があれば、多く

の学生に貸与できるようにですね、努力してまいりたい

というふうに考えているとこでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） この修学援助資金が私はもっと

拡大すべきであるということでお話させていただいてい

るんですが、その理由としまして、借りた年数について、

もし富良野市内に就職したとしたならば、その年数につ

いて勤めると、修学資金を返さなくていいという仕組み

になっておりまして、その年数が過ぎるとまたそれぞれ

の考えで残ったり、地方に行ったりするわけなんですが、

結局この修学資金がしばりとして考えるか、富良野市に

居ていただくための援助金として考えて、本当に頑張っ

てくださいっていうことで出すのか、しばりとして出す

のか、それぞれ取り方が違うのだと思うけれども、富良

野市に看護師さんがふえることによって、看護師さんの

ですね、その職場での就労環境もよくなるということで、

やはり、就労環境がよくなるということが看護師さんも

長くそこのところに努めていただける条件の一つでない

かなっていうふうに考えているわけなんです。 

看護学校を卒業した人がですね、今回聞いてみました

ら多くの方、12名残っていただいてますけれども、より

またそれが続いてですね、いっていただくために、修学

資金について予算の枠内とは言わないでですね、もっと

拡大していただきたい。 

というのは2月20日に看護学校の合格が出ますよね。 

そのあとに4月の30日までに考える猶予はあるとはいえ

ども、その年度のときの予算は、3 月の末にですね、決

まるわけですよね。 

予算を決めてしまったら、その人数だけしかは大変な
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ことになりますし、また本人のところ６日たったとその

人については先ほど、で予算を決めてしまったら、その

人数だけしか入れないことになりますし、また5人のと

ころ6人きたら、その1人については先ほど基準があっ

てその基準に達しないと貸し付けできないですよと言っ

ていますけれども、本当にその6人いる中で1人を落と

すということは、大変難しい作業でないかなっていうふ

うに思われますので、ここのところ本当に学生に可能な

限り対応するように配慮していくというけれど、対応す

るということで答弁いただきましたけども、この可能な

限りというのはどの程度なのか、具体的にまた教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

看護専門学校長丸昇君。 

○看護専門学校長（丸昇君） 天日議員の再々質問にお

答えいたします。 

おっしゃられるように、経済的に困窮の状態にあり、

しかも富良野市内に就職を希望している意志がかたいも

のにつきましては、できるだけ多く富良野市の修学資金

についても貸し付けをしたいというのが私どもも全く同

じ考えでございます。 

ただこの本修学資金の制度にかかわらずですね、ほか

の制度も市全体の予算の枠組みの中で動いているもので

ございまして、何といいましてもですね、その中で可能

な限りですね、努力していくってことしか今この席では

申し上げれません。 

それともう一つは、富良野市にはおかげさまで協会病

院さんや西病院さんが実施している修学資金もございま

す。 

これらとの兼ね合いの中でですね、今のところ、学生

は何とかですね、希望者が全員当たっているという状況

もございますので、今後ともですね、そういったものも

十分紹介していきながら、困窮している学生については、

対応していけるようにですね、十分こちらからも指導し

ていきたいなというふうに考えてるとこでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） 貸付金につきましては、年間312

万の予算が組まれております。 

今後来年度につきましては、やはりこの金額で行かれる

ということですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

看護専門学校長丸昇君。 

○看護専門学校長（丸昇君） 御質問にお答えいたしま

す。 

これについては予算がまだ決定をしておりませんので、

何とも申し上げられないところでございます。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） 希望者全員に当たるような、し

ていただくように希望いたしまして質問を終わらせてい

ただきます。 

続きまして公衆浴場についてでありますが、富良野市

の公衆浴場については、私はたまたま北麻町に住んでお

りまして、地域の問題ということでとらえているのが大

部分でありました。 

でも、この公衆浴場につきましては、富良野市全体の

お風呂のない人のための問題でもあると思っています。 

それで、富良野市はですね、このことについては十分

理解して、対応していただけるもの、なくさないでやっ

ていけるのかないかっていうふうに私は期待しているん

ですが、この件についてですね、もう少しちょっと具体

的に、いま健康で経営者の方についてはですね、継続を

するということで約束をもらっている。 

そしてそのあとですね、問題があったらまたその時点

で考えるということで答弁いただいておりますけれども、

これについてですね、この件につきましては、経営者に

ついても私の聞いている中では建物も 10 年もつかどう

かわからない。 

あとそれから健康状態については、家族についてはい

まのところやっていけるけれども、ご夫婦とも70歳であ

って、お風呂の管理についても、大変重労働であるとい

うことをお聞きしていますので、困ったとき、問題が起

きたとき、方向性を考えるということでありましたけれ

ども、もっとちょっとですね、富良野市でいままで考え

ていたようなことを、検討されたことをですね、お話し

していただければ、いいかなと思うんですがいかがでし

ょうか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 天日議員の再質問にお答えをさ

していただきます。 

公衆浴場についてでございますけども、御質問の趣旨

は、石橋をたたいて渡るぐらいの状況づくりをすべきで

ないかと、こういう御質問に聞こえるわけでございます

けども、現実に富良野で公衆浴場は、福の湯とそれから、

浴場じゃございませんけども、ハイランドふらのという

お年寄り65歳の方々が200円市が助成をしながら入って

もらうところもございます。 

ですから、ここだけが公衆浴場という名のもとにお風

呂はここしかないんだという、そういう狭いものの考え

方でなく、少し広い意味でですね、ハイランドを活用し

ていただけるような状況も必要ではないかと。 

現実にですね、福の湯さんのやっている状況の中で考

えてみますと、いっぺんに100人も入るという訳にいき

ませんから、ですからある程度、そういう混んでいると



 - 80 -

きについてはハイランドに行ってる方も結構いらっしゃ

いますから、そういう緊急な対応が必要なときには、市

は責任持ってそういう状況づくりをしていくということ

は申し上げたいと、このように思っております。 

将来の展望として、福の湯さんの将来をどうするかと

いうものの判断は、行政としてはいたしておりません。 

そういうことでひとつ御理解を賜りたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 12番天日公子君。 

○12番（天日公子君） 市長の言われることを十分理解

しております。 

市長もですね、北麻町のお風呂のない家を訪問されて、

十分理解していらっしゃると思います。 

本当に高齢化しておりまして、そういう人たちのこと

もですね、思いも十分考慮の上で、今後のお風呂の継続、

また、いい対策をとっていただきたいという思いで、お

願いをして終わらせていただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 以上で天日公子君の質問は終了い

たします。 

次に、宮田均君の質問を行います。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） -登壇- 

通告に基づき、順次質問させていだきます。 

1点目。 

観光は、国際平和と国民生活の安定を、象徴するもの

であって、その持続的発展は、恒久の平和と国際社会の

相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活を享受し

ようとする我らの理想とするところである。 

また、観光は、地域経済の活性化、雇用機会の増大な

ど、国民経済のあらゆる領域にわたり、健康の増進、潤

いのある豊かな生活環境の創造など、安定向上に貢献し、

国際相互理解を増進する。 

少子高齢社会の到来と国際交流進展が見込まれる中、

地域における創意工夫を生かした主体的な取り組みを尊

重しつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことができる地

域社会の実現を促進していく。 

これはですね、これは18年、観光立国推進基本法の中

の一部であり、平成19年5月、これにより、国は、観光

立国推進基本計画を策定、そして、20年5月には、平成

20 年度から平成29 年度までの富良野市観光振興計画が

策定されました。 

2 年半が過ぎ、この観光振興計画における計画内容の

進捗状況、現状、課題について、特に計画の中で、重点

的に取り組んでいる内容と現状把握、今後の具体策、取

り組みについて、1点目お伺いいたします。 

2点目。 

この市基本計画のうちの20の具体的戦略、その中の閑

散期対策について、2点についてお伺いいたします。 

閑散期とは、スワット分析では、春、秋、冬となって

おります。 

1 点目、富良野観光は、夏は中富良野ラベンダーと美

瑛景観、旭山動物園、そしてテレビドラマの影響と、他

力が大いにあると思います。 

閑散期を地域力で、どう具体的に考えているのか。そ

の一案として、ここで冬季カーリング場の導入は、有効

と考えます。 

悪天候時のスキーの代替、市民の冬季スポーツとして、

南富良野出身のオリンピック選手も帰郷しており、お父

さんも名コーチであり、当初ハウスを利用してカーリン

グを始めたと、お聞きしています。 

市民参加、そして、観光客との交流としても、有効と

考えますが、導入についての考えをお聞かせ願いたいと

思います。 

続いて、中富良野ラベンダー、テレビドラマにおんぶ

ではなく、独自路線の一つとして、春は桜が終わった後

のりんご、なしなど、ベリー類、ぶどうなどの花を楽し

み、秋には収穫物を利用した菓子などの特産品生産に、

地場料理にもつながると思うが、この花観光、植えるこ

とをお考えはないかどうかお聞きいたします。 

次に、富良野市は、画家、工芸家、彫刻家、陶芸家、

作家、役者、書家音楽家など、多くの文化人、芸術家が

移住しております。 

これらの方は、他から移住された方が多く、国際的、

文化的観点に加え、市民とはまた別の視点を持っておら

れます。 

これらの方々との連携は、富良野のまちづくりにおい

て、オリジナリティーを生むものであり、このような文

化・芸術にたずさわる人と移住した人たちは、今後のま

ちづくり、観光振興につなげていけば、違った広がりの

ある独自性のまちづくりが、考えられると思います。 

文化のにおいのするまちづくりは、国際都市としても

必要と考えますが、お考えをお伺いします。 

次に、自然環境に配慮した観光の推進についてお伺い

いたします。 

観光立国推進基本計画の中でも、観光資源としての河

川環境の保全、創出及び活用、生活排水対策の推進、廃

棄物の不法投棄を防ぐ監視体制の強化、低公害バス、ト

ラックの普及、促進による観光地の環境保全、そして、

景観法の活用促進、観光推進する上で良好な景観の形成

は、地域の魅力をつくり出していく上で、極めて重要と

河川の開発局も富良野にはなくなったわけですが、大き

な事業、河川の開発などは、国、道、市との、あるいは

林野庁との連携した自然景観に配慮した施策が必要と思

いますが、この点についてどのようにやられているのか、

お聞きいたします。 

次に、閑散期対策としての取り組みの中で、特に全国

的に歩く人が年々増加しており、富良野の自然景観を生
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かしたウォーキング大会が考えられます。 

宿泊の連泊にもつながり、北海道内あるいは広域での

活動がいま行われておりますが、富良野市で大規模な全

国規模のウォーキング大会の開催の考えがあるのかない

のかお聞きいたしたいと思います。 

次に、除排雪対策についてお伺いいたします。 

除排雪の実施時間帯と対策についてお伺いいたします。 

夜間21時から翌朝3時までの時間帯は、除雪をしてい

ませんが、この対応について、どのように考えているの

かお聞きします。 

特に、救急車、消防車など、緊急対応をどのように具

体的にも行っているのが、スピーディーな対応が望まれ

るがどうなっているのか。 

夜間の道路安全の確保と市道における悪路での事故な

どにおける責任の所在についてお伺いいたします。 

続いて、子育て支援についてお伺いいたします。 

ファミリーサポート制度の現状の取り組みと今後につ

いてお伺いいたします。 

ファミリーサポート制度については、今回2回目とな

りますが、ファミリーサポート制度は、市区町村、また

は広域法人により設置され、財団法人女性労働協会が厚

生労働省から委託され、サポートセンターの運営を支援

して、実態調査、指導を行っております。 

パートに出たいが預かってくれるところがない。残業

で保育園のお迎えに間に合わない。学童保育終了後、あ

るいは夏休み、冠婚葬祭、子供の学校行事、病気のとき

など、ファミリー・サポート・センターを軸にし、ボラ

ンティア有料での子育てを終了した人が、ボランティア

として援助会員とそして依頼会員とからなるこうした制

度は、育児従事者の物理面での負担を、軽減するととも

に、精神面でのサポートに貢献し、特に育児負担による

ノイローゼや乳幼児虐待が頻繁にニュースになるいま、

ファミリーサポート制度に期待される部分は、大きいと

考えるところです。 

このようなファミリーサポート制度は、全国に広がっ

ております。 

子供を産みはぐくむ環境づくり、地域で子育てを支え

る一つの選択肢としても、地域力を高めていく一つの方

法としても、ファミリーサポート制度の導入が、必要と

考えます。 

ここで質問します。 

ファミリーサポート制度に関する現状の把握と現在の

取り組み及び今後の方向性について、援助会員、ボラン

ティアの育成について、有料、無料など先進事例の把握

と今後の対応について、子供を産みはぐくむ環境づくり

としての考え方についてお伺いいたします。 

続いて、看護専門学校についてお伺いいたします。 

30 人学級への変化による現状と課題と今後の方向性

についてお伺いします。 

優秀な子が集まりにくい、看護実習の対応などさまざ

ま事情の中で、地域医療を支える看護学校の定員が、40

名から30 名になりましたが、40 名のときと現状がどの

ように変化したのか。 

人材の確保、教育水準のあり方、人間性のあり方、生

き方、合格率、メリット、デメリットなどが表れている

のではないかと思いますが、この点についてお伺いいた

します。 

2点目。 

地元定着は、本市にとって1番の設置目的と考えます

が、現状とこれからの考え方についてお伺いして1回目

の質問を終わらせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

宮田議員の御質問にお答えをいたします。 

1件目の観光のまちづくりについての1点目。 

富良野市観光振興計画の進捗状況と課題についてでご

ざいますが、平成20年5月に策定いたしました富良野市

観光振興計画は、平成20年から平成29年までの10カ年

間の富良野市観光の目指す方向性を示したものであり、

現在これをもとに、さまざまな取り組みを展開をしてい

るところでございます。 

富良野独自の自然景観、山岳景観や基幹産業である農

業、雄大な自然に育まれた農産品を活用とした食の提供、

あるいは伝統芸能や演劇など、強みを生かした滞在型通

年型観光の推進、市民によるおもてなしや交通アクセス

の整備、現地での効果的な情報提供など、受け入れ環境

整備、国内外に対し富良野の魅力を効果的に発信するこ

とによる観光客の誘客、今後10 年後、30 年後、さらに

50年後も観光地として、続いていくための富良野ブラン

ド力の磨きあげや創出、人材育成、観光の推進体制の整

備などの持続可能な観光振興と四つの柱において推進を

しているところでございます。 

現在、富良野美瑛広域観光推進協議会や旭川観光誘致

宣伝協議会、北海道観光振興機構など、さまざまな団体

と連携をするとともに、3 年目を迎えます観光圏整備事

業やVJC地方連携事業など、国の支援をいただきながら

展開をしているところでございます。 

新たな動きといたしましては、観光庁が24年度に実施

する予定であります観光産業構造基本調査の試験的取り

組みとして、全国3カ所のうち1つとして富良野市が選

定をされ、観光による経済波及について調査をしている

ところであります。 

さらに財団法人日本交通公社を中心とする観光マネジ

メント研究会に参加をし、観光客に対する満足度調査を

実施しているところであり、これらのデータは今後の観
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光振興に大いに役立つものと考えております。 

また、今後拡大すると予想される中国人観光客の誘客

に向け、北海道華僑華人連合会との交流を進めていると

ともに、11 月より市の嘱託職員として中国人を採用し、

受け入れ環境の整備に取り組んでいるところでございま

す。 

観光振興における課題につきましては、外的要因によ

るものが多く、観光入り込み宿泊延数は、減少傾向とな

っている状況でありますが、今後も富良野市観光振興計

画をもとに、富良野のイメージを磨き上げ、効果的な売

り込みにより、季節偏差のない通年型、滞在型観光地の

形成に向けた取り組みを推進していきたいと考えている

ところであります。 

2 点目の冬季観光の多様化に向けたカーリング場の導

入についてでございますけども、現在の冬季観光客につ

いては、スキー人口のの減少などにより、減少傾向にあ

り、下半期の観光入り込みの状況を見ましても、ピーク

の平成元年度の139万人に対し、平成21年度は68万人

と半減をしている状況にございます。 

本年度もスキー場を中心とした冬季観光の活性化に向

けて、修学旅行や外国人観光客など、道内外のスキー客

の誘致を進めているところでございます。 

また、演劇や国際交流イベントの実施、他自治体のス

キー場や観光スポットとの連携により、観光客の満足度

向上に向けた取り組みについても取り組んでいるところ

であります。 

本年度、新富良野プリンスホテル敷地内において、雪

に親しむスペースである富良野寒歓村をオープンをし、

外国人を含めた観光客に楽しんでいただけるよう整備を

進めているところでございます。 

御提案のいただきましたカーリング場の設置につきま

しては、南富良野町にカーリング場が存在しているため、

その施設を活用していきたいと、考えておるとこであり

ます。 

今後も地域資源を広域的に連携することにより、滞在

している観光客と市民の交流や、満足度の向上につなげ

ていきたいと、このように考えているところであります。 

3 点目の新たな観光資源としての果樹栽培等の推進に

ついての御質問でございますけども、現在サクランボや

イチゴなどの栽培をし、観光果樹園として営んでいる方

もいると同時に、近年新規就農された方の中には、ブル

ーベリーやサクランボの栽培をし、また、収穫したもの

を加工販売するなどの取り組みを行っている方もござい

ます。 

また市内においては、良質なワイン用ぶどうが栽培さ

れており、ふらのワインやふらのぶどう果汁に加工され

た富良野の重要な物産品の一つとなっておるところでご

ざいます。 

新たな観光資源として、果樹栽培を推進していくとの

御意見でございますが、これらの栽培については、生産

農家の経営にかかわることでありますので、それぞれの

経営者が判断する必要があると考えております。 

観光振興における果樹栽培につきましては、既存の果

樹生産農家と連携をし、修学旅行や一般観光客を対象と

した農業体験の受入の中において、収穫、加工、食など

の取り組みや、果樹を活用した加工品の開発につなげて

いきたいと、このように考えているところであります。 

4 点目の市内在住の文化人、芸術家等の連携した観光

振興についての御質問でございますが、現在、富良野市

には多くの文化人、芸術家が移住していただいていると

認識をしております。 

これらの方々はそれぞれの持つ才能や技術に加え、幅

広いネットワークを持ち、大きな情報発信力を持ってお

り、加えて市民にはない外部からの視点は、地域にとっ

て大きな財産であるとも考えております。 

これまで特にテレビドラマなどによる映像発信は、全

国に雄大な自然の富良野を印象づけ、市民に地域の魅力

を再認識させたことは大きなものと感じております。 

さらに、演劇を中心とした富良野独自の文化発信や人

材育成がなされたところでございます。 

また、学校教育や社会教育などの分野においても、活

躍されている手づくり作家の方々もおり、クリエーター

ズマーケットは、富良野を代表するイベントの一つに育

ってきたところであります。 

今後、地域における貴重な人材として、農業、環境、

観光、そして教育を初めとするさまざまな場面において、

地域の一員として参加していただくよう、必要に応じて

要請をしてまいりたいと、このように考えているところ

であります。 

5 点目の環境に配慮した観光の推進についての御質問

でありますが、富良野地域の観光につきましては、雄大

な自然景観に加え、優良な農地で形成される農村景観が

多くの観光客にいやしを与え、何度も足を込んでいただ

くための大きな資源となっております。 

これらの景観を総合的に守っていくことが、今後、富

良野市が観光地として発展していくためには、重要なこ

とであると考えております。 

北海道におきましては、豊かな自然環境と調和した川

づくりを進めており、氾濫を抑制するための改修や施設

の整備を行い、健全な水循環を確保することにより、治

水機能の維持、向上と良好な利水環境の形成に努めてお

ります。 

今後も環境に優しいまちとして、豊かな自然景観を守

る取り組みはもちろんのこと、自然環境に配慮した道路

河川の整備について、国や北海道と連携をしながら進め

てまいりたいと考えているところであります。 
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6 点目の各種スポーツの大会開催、誘致による観光推

進についての御質問でありますが、現在、地域振興を目

的としたものを含め、この雄大な自然景観を生かし、さ

まざまな歩くイベントが行われております。 

本年度取り組みましたウォーキング事業につきまして

は、JR富良野駅、ぶどうヶ丘公園、生涯学習センターか

ら山部太陽の里、平沢から東山といった三つのコースで

行っておりますが、参加者の満足度は、高い結果となっ

ているところであります。 

また8月にはJRヘルシーウォーキングやフットパス事

業なども取り組んでおり、札幌圏を中心に450名以上の

参加者が、部会にはないいやしの場として、農道などを

歩き、その地域の歴史や文化、生活を学ぶといった機会

も提供しながら、富良野地域の雄大な自然景観、をゆっ

くりと歩いて楽しむには、非常に適しており、コースと

りも可能なことから、多くの方々に、楽しんでいただけ

る環境であると感じているとこであります。 

今後、「歩く」をキーワードに関係団体と連携をしなが

ら、現在展開している事業を進める中から、宿泊など滞

在につなげる取り組みを進めてまいります。 

次に、2 件目の除排雪対策についての除排雪の実施時

間帯と対策でありますが、初めに21時から翌日3時まで

の除雪がない時間帯の対応ですが、緊急車両等の通行要

請があった場合につきましては対応しておりますが、そ

れ以外につきましては、夜間作業の危険性から、作業は

実施をしてないところであります。 

しかし、前日から降雪が続いている場合などは、午前

1 時ごろからパトロールを行い、通勤通学の時間帯に支

障がないよう、除雪車を出動させているところでありま

す。 

次に、救急対応における除雪の対応でございますが、

緊急連絡があった場合、消防士、除雪委託業者が連携を

し、速やかに対応できる体制をとっております。 

郊外におきましても、それぞれ除雪車両及びオペレー

ターを地域に配置し、対応をしているところであります。 

次に、夜間の道路安全の確保と責任の所在でありますが、

急激に天候が悪化した状況では、日中の除雪作業におい

ても危険が伴い、一時中断する場合があり、夜間はさら

に危険が増すため、緊急時以外につきましては、基本的

には、21時より翌日3時までは、除雪作業は実施をして

おりません。 

市民の皆様におかれましては、天候に応じた行動をと

っていただくようお願いをしたいと、このように考えて

いるところであります。 

また、多量の降雪や吹雪など、急激な天候が悪化して

いる場合の道路管理上の責任の所在でありますが、冬期

間の夜間に道路を利用しようとする方は、これらの危険

に遭遇することは、当然予想すべきことであり、道路管

理者はこれからの障害を除去する義務まで、課せられて

いるとは考えがたいため、道路管理者としての瑕疵はな

いとの判例も出ておりますので、道路管理者としての責

任はないものと考えているところであります。 

今後も生活道路を中心とした除雪体制の充実に努めて

まいりたいと考えておりますので、御協力をお願い申し

上げます。 

次に、3 件目の子育て支援についてのファミリーサポ

ート制度の現状の取り組みと今後についてお答えをいた

します。 

ファミリーサポート制度は、子育ての援助を受けた依

頼会員と子育ての援助を行っていただく提供会員とが会

員となり、お互いに地域の中で助け合いながら子育てを

する会員制の相互援助制度であり、主な活動の内容とい

たしましては、保育所、幼稚園の開始前や終了後の子供

の預かり、保育所、幼稚園までの送迎、学校の放課後や

学童終了後の子供の預かり、冠婚葬祭や他の子供の学校

行事の際の子供の預かりを行うものであると認識をいた

しているところでございます。 

本市のファミリーサポート制度といたしましては、母

子福祉団体である富良野市白菊会が、親の就学時の自立

促進に必要な理由や疾病等の社会的な理由により、一時

的に介護、保育所等のサービスが必要な家庭、もしくは

生活環境とか激変をし、日常生活を営むに特に大きな支

障が生じている家庭に対し、ヘルパーを派遣するなどの

相互援助を行っております。 

また、ファミリーサポート制度に関する市民ニーズと

いたしましては、平成21年7月に実施した次世代育成支

援地域行動計画に関するニーズの調査において、今後利

用したい子育てサービスとして、ファミリーサポート制

度を利用したいという人は、541人中43人で7.9％とな

っております。 

本制度は依頼会員にとっては、育児の負担を軽減する

ことができ、提供会員にとっては、これまで培ってきた

育児の経験やノウハウを生かす機会となり、やりがいを

感じることに加え、地域のネットワークが広がるきっか

けとなり、地域で見守る地域力の向上に期待が寄せられ

ております。 

しかし一方で、依頼会員と提供会員の都合がおり合わ

なかったり、相互の意識のずれが双方に不適当などのデ

メリットも指摘されていることから、既に本制度に取り

組んでいる道内の先進自治体を調査をしていく中から、

今後の対応を検討としていきたいと考えておるところで

ございます。 

本市の平成21年度の出生数は169人であり、この20

年間で121人も減少しております。 

このままの推移で出生数が減少すれば、10年後の本市

の年間出生数は、100 人を切ることも想定をされるとこ
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ろであります。 

次代を担う子供たちを安心して出産し、安心して子育

てができる喜びや誇りを持ち、子供が健やかに育つ環境

を整備することは、市民と行政の責務であります。 

そのため、ファミリーサポート制度は地域で、安心を

して子育てを支えるシステムであると同時に、少子化に

歯どめをかけるシステムの一つであるとの認識をしてい

るところでございます。 

4件目の看護専門学校についての30人学級への変化に

よる現状と課題及び今後の方向性についてお答えをいた

します。 

初めに入学定員を40名から30名としたことによる学

校の状況についてでありますが、本校は看護教員のカリ

キュラムの新規改訂を機に、平成 21 年度に入学定員を

30名に変更いたしました。 

この最大の理由は、本校教育活動の主要な部分を占め

る臨地実習の場の確保が、診療報酬の改定による地方病

院における病棟合併等により、困難をきわめるようにな

ったからであります。 

加えて、少子化による学生確保の困難性、新カリキュ

ラムによる履修科目、内容の増加や履修形態の多様化な

どによる新たな学習環境の向上の必要性などの要因もあ

りました。 

このようなことから、30名定員の変更に踏み切ったと

ころでありますが、現段階におけるメリットとしては、

臨地実習の病院の確保にはなお課題があるものの、より

確保しやすくなったことが挙げられるところであります。 

また、新カリキュラムの履修内容として求められてい

る小グループによる演習やグループワーク等において、

より丁寧かつきめ細やかな指導対応が可能になったこと。 

さらに学生対する精神的ケアが充実する方向にあること

から、この2年間の中途退学者、留年者が減少傾向にあ

ることも挙げられることであります。 

今後は一人一人の入学生の実態に応じ、きめ細やかな

指導の充実を図ることにより、質の高い看護師を地元中

心に、着実に輩出していくことができるよう全力を挙げ

てまいりたいと、考えているとこであります。 

次に卒業生の地元定着の現状及び今後の方向性と課題

についてでありますが、近年の卒業生の市内及び近隣病

院の卒業時の就職状況は、平成18年度が10名で、卒業

生に占める割合は38.5％、 次に同じく平成19年度が3

名で、13.4％、平成20年度が9名で29％、平成21年度

が14名、46.7％、平成22年度は現在内定段階ではあり

ますが、16名、44.4％となっているところであります。 

平成19年度よりかなりの落ち込みも見たものの、地元

病院を中心とした就職セミナーを年2回開催するなどし

たこともあり、その後回復傾向にあって、ここ2年間は

過去に比べると、地元への就職率は増加をしている傾向

にございます。 

今後は本校の卒業生が、地元病院に就職し、臨地実習

において、本校の学生の指導者となり、その活躍の様子

に学生が身近に接することや、人間的触れ合いの機会を

通して、新規の地元就職率が上がるという相乗効果を求

めていくことが、何よりも重要なことであると考えてい

るところであります。 

また、富良野市立看護師養成所であることの意義を踏

まえ、地域の人々とともに、地域に根ざす本校教育の一

層の充実を図ることが大切であり、学生、教職員ともに、

地域の行事に積極的に参加をして、地域の人々との、コ

ミュニケーションを図ること。 

ことぶき大学など地域の生涯学習関係団体との交流を

深める学習の機会を設定すること。 

富良野の自然や文化のよさの中で、伸び伸びと様々な

体験を深めることなどによって、確かな看護実践能力は

もとより、看護師にとってなくてはならない看護の心、

豊かな人間性を着実にはぐくむことのできる学校生活の

実現に向けて、学校運営の一層の充実を目指してまいり

たいと、このように考えているとこであります。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2番（宮田均君） 1点目の観光の質問、具体的にです

ね、課題についてどういう点に取り組んでいるかという

ことについて、再質問したいと思いますけども、観光に

よる経済波及効果は18年度で569億円と、雇用者合計で

も3,231人というこの計画の中身になっております。 

これがいかに、いまの時代、観光立国としての国の位

置づけでもあり、富良野が象徴的に行っているのかとい

うのが私は見えると思いますが、ここら辺の観光に対す

る重要性というそして、地域がこれに取り組んでいくと

いう基本計画、ここら辺の重要性を、どのようにもう一

度とらえてるかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問に、まず経済

部長の方からお答えをさしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 宮田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

富良野は、まちづくりの基本政策として、農業観光環

境都市というまちづくりの柱を立てて、いま向かってお

ります。 

その観光について、観光客がもたらす経済効果はもち

ろん、それに携わる観光の経済波及効果というものを非

常に重要なことと考えておりまして、今後もこの富良野

市の観光振興計画をもとに、平成29年まで目標達成に向
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けて推進してまいりたいと、いうふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

宮田均君。 

○2番（宮田均君） 続いて、2点目の観光は重要だとい

うことの関連ですが、私はこういう基本計画の中にもあ

るような、何人にふやすとかですね、何を整備するんだ

というのはわかります。 

しかし、より具体的な施策、計画として、それを実施

していくことが1番重要なこと、民間と一緒になってや

っていく、地域と一緒になって作っていくことが、重要

だと考えて、次の再質問とさせていだきますが、カーリ

ング場の関係です。 

具体的にこういうふうに上げていった方がですね、わ

かりやすいと思って質問させていただきますが、スワッ

トで分析してるように、1 番いま問題なのは、夏は、お

んぶに抱っこの中富良野のラベンダーあるいはほかのも

ので潤っております。 

しかし、この春、秋、冬、これを富良野も閑散期とし

てとらえているわけです。 

その閑散期をどうやって具体的にやっていくんだとい

うことで、わたしは、冬の間はカーリングが、観光客、

吹雪いた時、スキーのお客様も利用できるし、市民も利

用して、そこで交歓がなされる。 

諸外国ではですね、カーリング場はゴルフ場と同じよ

うな感覚、後ろにバーカウンターもあって、寒いから飲

みながら、カーリングをやって、交流するというところ

もある。そういうのが、カーリングとお聞きしています。 

実際、答弁にもありました南富良野町のカーリング場

が存在しているその施設を利用していきたいと考えてる

というのは、どういうことでその答えになっているのか。 

僕は富良野のそういうところでスキー場が吹雪だった

らカーリングを楽しめるんだと、そういう意図で聞いた

つもりだったんですけど、南富良野町・・・、そこら辺

の食い違いのところ、もう一度御答弁願いたいと思いま

す。 

○議長（北猛俊君） ここで10分間休憩いたします。 

─────────────── 

午後 2時10分 休憩 

午後 2時19分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩前の宮田均君の質問に御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 宮田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

富良野にカーリング場という御質問でございますが、

富良野から美瑛、占冠、南富良野、にいたって富良野美

瑛広域観光推進協議会を軸といたしまして、それぞれの

まちの特色と、それぞれのまちの特産品を生かした観光

地づくりをこの富良野美瑛広域観光でもって推進してい

るところでございまして、その中にあって、南富良野町

はカーリングという、夏はカヌー、冬はカーリングとい

うような特色を持っております。 

このように、これまでも広域で観光地づくりを推進し

ておりまして、今後とも、それぞれの町の特色を生かし

た観光地づくりを目指して、それぞれの地域と連携を図

りながら、この広域全体の観光推進に努めてまいりたい

と、いうことの趣旨でございまして、富良野にカーリン

グ場の導入については、考えていないということでござ

います。 

○2番（宮田均君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

いまのカーリング場の連携して広域でやるという答弁

はよくわかるんですけども、現実的にですね、富良野の

観光客がそれで満足度が増すとしたら、それは私は必要

というふうに考えております。 

時間がなくなりますので、次の質問にいきたいと思い

ます。 

次にですね、花観光、要するに春は花、秋には収穫し

てですね、閑散期対策の一つとして、作ったものがブラ

ンド商品にもならないのかと、いうようなことでお伺い

しました。 

これについては、農家の方の生産もあると思いますが、

私が言っているのは、この基本計画というのは、カーリ

ングだとか、果樹だとかをやるような具体的なことを民

間と一緒に策定して、それに向かっていくという、より

具体的なことが示されるべきであって、こういう観光立

国基本計画と似たような感じの基本計画の中身では、も

っと地域の特色が、出ていないのじゃないかと思うわけ

です。 

そういう面からも、このりんごは各農家だけじゃなく

て、観光客も含めた中の市も援助しながら、観光業も援

助しながら、やって有効になるという考えでおりますが、

そこら辺いかがですか。 

お伺いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 宮田議員の質問にお答えい

たします。 

先ほど市長の答弁にもございましたとおり、現在もさ

くらんぼやいちご、それから、基本的には農業の経営的

安定を図って、このぶどうの栽培、などもを営んでいる

ということで、現在についても、市内においては、果樹

の生産に営んでいる農業経営者がございます。 

そんな中にあって、富良野の農業体験受入協議会とい
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たしましても、修学旅行を中心に、年間1,000名程度の

農業体験を受け入れておりまして、これは農作物の収穫

時期というものが多いわけでございますけれども、今後

につきましては、この農業体験をこの収穫時期の体験で

はなく、加工体験だとか、食体験、こういったことに広

げていければなと、いうことを方法的に考えている次第

でございます。 

○議長（北猛俊君） 補足説明をお願いします。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 経済部長から御答弁さしていた

だきました。 

補足説明をさせていただきます。 

宮田議員の観光振興計画は、その具体性がないという

ことで、御質問受けたわけでございますけども私は逆に

ですね、実行計画であるんであれば、いまの御質問にお

答えをしていかなければなりませんけども、計画という

のは、実施主体がどこであるかということが明確でない

とですね、具体性のものは出せない、資金の問題、そう

いうものがございますから、計画をつくって、そして先

ほど御質問あった民間と協働でやるものは、選択をしな

がらですね、やるというのが私は基本であると、このよ

うにいま考えておりますし、もう一つは、広域観光であ

るというのは、富良野のやっぱり特色を出さないとです

ね、人のまちのやつを持ってきて、それをまねするとい

うことは、これは私は絶対できません。 

もう一つ、突っ込んで言うんであれば、そういう状況

の中で、宿泊を最終計画はですよ、観光はもちろんのこ

と、富良野にどれだけの人を1泊でも2泊でも泊めると

いうことの計画をどうこれからつくっていくかと。 

滞在型の延長をどうつくるということが、これからの

富良野の観光の増進なんですよ。 

ですから、そういうことも含めて連携をした中でやっ

ていくと、いま、御答弁した中にですね、寒歓村という

ことで、かんは寒くでなく、歓びの方の歓であります。 

おそらく、今年、来年度に入りましてから、3,000 人は

香港の方から、寒歓村にだけ訪れると聞いておりますか

ら、これから外国を中心ですね、そういうものを生かす

冬の状況の中で、スキーとあわせて、そういうものが生

かせるようなですね、状況づくりをしていくと。 

それには、行政としてもタイアップできるものは何かと

いうことをですね、これからあわせて検討していかなき

ゃならないと、こういう中身でございます。 

ひとつ御理解を賜りたいとこのように思います。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） いまのですね、やはり具体的な計

画を立ててそれに向かって進んでいくんだという、僕は

そういうことが大切だと思う。 

2 年半がたって、そういう民間と一緒になりながら、

市がこういうその閑散期の対策をどうやっていくかとい

う具体策を作っていくというのが、僕はいま、カーリン

グ、花、果樹事業といいましたけど、僕はそういう具体

的に取り組んでそれに、どうやって作っていくんだって

いう姿勢が僕は大切だと思う。 

いまの計画が具体的な計画が大切だということで、も

う一度だけ質問させていただきます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再々質問にお答えし

ますけども、答弁をよくお聞きしていただきたいと、こ

のように思います。 

私は実施計画という前提のもとに、先ほどお話しした

状況でございまして、計画の中でこれから10年計画、残

りあと8年ぐらいでてきます。 

観光というのは、年々状況的には、観光客という要望

の中には、新しいものを求めてくるということがござい

ますから、そういう状況を見きわめながら、御質問あっ

た花観光、それじゃ5月には花を何植えれば、誰がどう

いうふうにしてやるかということを、具体的に整備しな

いとですね、いま御質問あったやるべきだ、やるべきだ

と。 

具体的にお尋ねしますけども、宮田議員だったらどう

いう方向でやるか、思案がありましたらお聞かせを願い

たいと思います。このように思うとこであります。 

○議長（北猛俊君） 2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 具体的にはリゾート法案で、御料

地区、いま農業をやめられて草地になっているとこがご

ざいます。 

その中の取得をした観光業をやっておられる業者の方、

こういう方と話しておりますが、現実に果樹の栽培はど

うかということで、いまやっているものと、あるいは補

助でもあればなというようなことも聞いております。 

そのようにですね、観光客が通る道筋に中富良野のラ

ベンダーだけじゃなく、その閑散期の時期にどうやって

桜の終わった時期にまた花を、そして秋には収穫をとい

う、こういう構想を持つことが、私は大事だと、具体的

には、そう思っております。 

○議長（北猛俊君） いま市長の方からですね、質問要

旨の確認ということで、聞き返しがありましたけれども、  

続けて質問を願います。 

2宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 次の質問に移らさしていただきま

すが、陶芸、画家、文化人などの中のまちづくりに参加

さしていただいたらどうかという、違った意見も聞かれ

るのではないかということで、質問させていただきまし

たが、答えの中で最後に地域の一員として参加していた
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だくよう、必要に応じ要請してまいりたいと考えており

ます、というこの文書がなかなかわからない、理解でき

ないんですけども、地域の活動として、地域で参加して

いただくというものなのか、必要に応じ要請してしてま

いりたいというのは、どういうことなのかもう一度お願

いします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 宮田議員の質問にお答えさ

せていただきます。 

この外部からの視点を持った、先ほど述べたそれぞれ

の文化人、芸術家の方の視点というのは、非常に重要だ

ということは述べたとおりでございますが、今後、地域

における貴重な人材といたしまして、農業、観光、教育

をはじめとしたそれぞれのイベント等々、そういった場

面に置いて、必要に応じて、要請をさしていただくとい

うことでございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 地域の一員としても参加していた

だき、まちづくりに必要なときには、必要に応じ要請し

てまいりたいと思います、というんだったらわかるんで

す。 

そのとおりなのか、そこら辺がわからなかったんです

が、そういうふうに私の方で理解させていただいて、次

の質問にさせていだきたいと思います。 

環境に配慮したという、答弁の中ですね、環境の問題

は、国、道、開発局が河川の大きなウェイトを占めてい

て、景観が変わるあるいは自然環境が変わるという点で

は、非常に大きいことだと思います。 

ただ何年か前にも質問しておりますが、行政だけじゃ

なく、市民もこういう前もって1年間の工事の予定とか、

ここが変わるんだということは、市民周知が私は大切で

あり、市民の声も聞くべきだと思いますが、この点につ

いてだけお伺いいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 宮田議員の質問にお答えい

たします。 

そのとおりだと思います。 

○議長（北猛俊君） 2番宮田均君。 

続いて閑散期対策として、全国ウォーキング大会を開

いてはどうかということでお伺いいたします。 

全道の大会が開かれているのは、皆さん御承知のとお

りだと思いますが、全国規模のウォーキング大会、富良

野の利を活かしたような全国大会に早く手を挙げる、こ

れがやはり1番重要じゃないかと僕は思うんです。 

どこかのまちでですね、全国大会挙げる前に先手を打

つと、美瑛のヘルシーマラソンもはじめは、200～300人

の参加だったが、いまは5,000人近くにもなっている。 

健康志向、癒し、森と景観、こういうものが非常に大

事だったと思うんですが、もう一度この全国大会、全国

規模のウォーキング大会をやる、開催の考えはあるのか

ないのか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長外崎番三君。 

○経済部長（外崎番三君） 宮田議員の質問にお答えさ

していただきます。 

1 回目の答弁でも申し上げたとおり、富良野につきま

してもこの「歩く」をテーマに、フットパスウォーキン

グ事業等々、各山部、東山、富良野、これらの自然景観

を利用した「歩く」をテーマにした事業を、開催してき

ております。 

またその新しい事業として開催しているところであり

ます。 

ただ、このいきなり全国大会規模というところでござ

いますけども、それぞれの地区における事業、これをま

た広げる中で、いきなり全国ではなく、全道規模、それ

からそういった全国規模に向けていく取り組みが、まず

は必要ではなかろうかと、その運営体制、それからそれ

らにかかわるボランティアの人たちの体制、そういった

ものを整えた上で、方向的には大イベントの開催につな

げていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

2番宮田均君。 

○2 番（宮田均君） 全国大会おろか国際大会を視野に

した大会の開催を願うということで、次の質問にいきた

いと思います。 

続いて、最後時間がなくなったので、子育て支援のフ

ァミリーサポート制度、これについてお伺いいたします。 

私これで2回目なんですけども、ファミリーサポート制

度、近隣では、旭川市、滝川市、清水町、それぞれに道

内でもかなりところが、このファミリーサポートセンタ

ーというものを設置し、委託あるいは直営でやっている

というところが多いということが、初めてですね、富良

野の現状、白菊会様には非常に敬意を表すところなんで

すけども、そこの一歩上に立った行政の目が必要だとい

うようなことで思いますが、このファミリーサポート制

度、今後推進して、前にいくのかどうか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問については、

保健福祉部長の方からまずお答えをさせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 
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保健福祉部長中田芳治君。 

○保健福祉部長（中田芳治君） 宮田議員の質問にお答

えいたします。 

ただいまのファミリーサポートセンターの今後の取り

組みということでございますけれども、全道的には、21

年度の資料でございますけども、全道で34、直営としま

しては11カ所、ということで取り組み状況としてはまだ

まだ少ない状況にあります。 

私どもとしましては、いま任意の団体として白菊会が

この事業に積極的に取り組んでいただいておりますし、

現状の段階では、利用状況を見ますと、十分対応できて

いるというのが一つございます。 

しかしながら、当然この事業については今後ふえてく

る可能性が十分考えられますので、いまの先進地の状況

なり、利用の実態なり、こういったものを調査しながら、

検討してまいりたいとこのように思ってます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 以上で宮田均君の質問は終了しま

した。 

次に、覚幸伸夫君の質問を行います。 

11番覚幸伸夫君。 

○11番（覚幸伸夫君） -登壇- 

さきの通告に従い、一般質問をいたします。 

森林の環境保全について。 

地球温暖化により、気候変動が大きく変わってきてい

る中で、北海道の気候は、夏季では、過去最高気温を更

新され、雨も多く、日照率が少なく、高温多雨の状況で

あり、冬季においては、マイナス10度以下の日数減など、

本市にとっては、今後、気候に心配するところでありま

す。 

本市は、森林が約4万ヘクタールと多く、上流ダムと

河川整備が進んでいるが、夏の大雨による排水側溝の被

害は大きく、森林整備による路網整備など急務であると

考えられます。 

森林は、水を吸収して水源を蓄える機能がありますが、

しかし最近では、草地開発、冬期の温暖化などでエゾシ

カの増加、マイマイ蛾などの異常発生により、森林の整

備が遅れていることから、富良野地域も生物多様性によ

って、バランスも保たれなく、森林被害が年々拡大して

いる現状であります。 

森林は、ＣＯ2 削減、水資源、木材、加工材、バイオ

マスなど幅広く価値あるものと考えられます。 

そうしたことから、森林の整備による環境において、

道では、来年度、環境に2,000億円の事業を盛り込み、

国も環境税は 2012 年に創設を決めているところであり

ます。 

また、将来においては、土地の高温化による都会から

の環境のよい森を望む声が多くなると考えられます。 

ある団体では、2011年に、東京から八ヶ岳へ移住して、

自然との共生によるＣＯ2 ゼロミッションの生活を体験

しながら、世界へ発信していくことにより、地球温暖化

を阻止しようとしております。 

最近では、外国資本買収は560ヘクタールの森林買い

占めが行われており、道内の森林の4割が、羊蹄山麓で

倶知安町165ヘクタールなど、砂川市は、牧草地292ヘ

クタールと多く、買収先は、香港、英領ヴァージン諸島

など8ヵ国であり、森林の利用目的は、資産保有や転売

が多い状況です。 

道は、水資源などの保全に向け、森林所有の実態を把

握するための条例を、2011年度に制定する考えを表明し

たところであります。 

森林は、木を植えることで豊かになる生活を実現する

ことから、森林の価値を正しく評価する自然資本の考え

を組み込んだ経済評価制度が必要であると思われます。 

今後においては、富良野地域の観光保全に向けた森林整

備による間伐材の伐採と植林をすることで、景観のよい

森づくりを行い、資源を有効活用にする自然循環型再生

を構築することが大事ではないかと考えます。 

また、水資源の涵養も大切にしながら、住みよい富良

野を望む次第であります。 

以上、森林環境保全ついて質問します。 

1 点目、森林の働きと役割についてどのように認識し

ているか。 

2 点目、森林の再生、整備について基本的な考え方を

市長に伺います。 

次に、農林業未利用資源について。 

近年は、地球温暖化が進んでいることは、気候変動に

よることで体験されてきていると認識するところであり

ます。 

化石燃料にかわる本市の新エネルギーとしては、太陽

光、木質バイオマスが選定されておりますが、農林業の

バイオマス資源として林業では、間伐材、落ち葉、枝木

など森林整備による残材をチップ化して、大規模なバイ

オマス燃料として供給することが可能であります。 

近年では、新技術が進んできており、木質バイオマス

ボイラーが普及しつつあります。 

特にバイオマス燃料ボイラーにより、発電を起こし、

電気を供給することで、クリーンエネルギーであるエコ

産業として、経済活性化を推進しようとしています。 

また、小規模なバイオマスでは、落ち葉などをペレッ

ト化することで、暖房用として採算性から、安価な燃料

として使用できるとしています。 

最近では、電力会社、火力発電所など、木質バイオマ

ス燃焼によって、ガス化エンジンによる発電システムは、

電力のキロワット数の増大など、投資による売電価格も

生産性が維持できることで、全国的にも木質バイオマス
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燃料発電ボイラーは研究され、実用化となっています。 

近郊では、砂川火力発電所では、石炭に木質バイオマ

ス3％を混入して、ＣＯ2削減を実験し、実用化しようと

しています。 

今後においては、環境事業による森林整備と路網整備

することにより、関係団体、企業など、バイオマスの廃

止による間伐材などをチップ化して、電力会社発電所な

どに供給していくべきでないかと思われます。 

バイオマスによる落ち葉、枝木などをペレット化して、

小規模暖房に供給していくべきでないかと考えられます。 

農業の未利用資源は、たまねぎの皮など農産物の残物

など、ペレット化して、小規模暖房の燃料としても実用

化されております。 

農林業の未利用資源の利活用においては、富良野地域

には資源があることから、自然の恵みから産業が発展し

ていくものであり、本市は、国や道の補助制度を活用し

て、経済活性化を推進することに、団体、企業などを支

援していくべきでないかと思われます。 

以上、農業にかかわる未利用資源のバイオマス資源利

活用について質問します。 

1 点目、本市においてバイオマス資源を利活用した地

域振興をどう考えるのか。 

2 点目、本市においてエネルギー確保の観点から、バ

イオマス資源のペレット利用についてどう考えるのか。 

市長に伺います。 

次に火葬場の新設について。 

本市の火葬場は、築30年を経過しており、老朽化も進

んできている。 

本市としての火葬場は、手狭でもあるのと葬儀近親者

の車いすの方は、火葬場へ行くことをあきらめている状

況であります。 

また高齢化に伴い、使用も多くなっていることから、

近々にも火葬場の計画を考えて、建設していくべきでな

いかと思われます。 

以上、火葬場の新設について質問します。 

施設の老朽化が見られるが、火葬場の新設計画をどう

考えておられるのか市長に伺います。 

最後に、耐震化促進計画の学校施設のメンテナンスに

ついて、学校施設は、児童生徒など1日の大半を過ごす

活動の場でもあるとともに、非常災害時には、地域住民

の応急非難場所でもあり、耐震化を中心としてのその安

全性の確保は極めて重要であると考えます。 

国会の文教科学委員会では、23年度以降も学校耐震化

などの十分な財源確保するよう決議されており、また、

災害対策特別委員会では、倒壊の危険性が高い学校施設

などの耐震化については、万全を期すように決議されて

おります。 

平成23年度には、公立学校施設で1,848億円の要望額

による学校施設が確保されると思われます。 

本市においても、学校施設が昭和56年以前の学校耐震

化、老朽化対策など維持管理が重要になることから、ス

トックマネジメントの方策が大事であると考えられます。 

それは施設の性能水準の考え方、将来、修繕改修費用

の予測手法、優先度の判定及び費用対効果の検証、施設

への技術的手法の活用などが考えられます。 

また、建築保全業務の適正化の方策としては、施設に

関する情報的な管理、保全執行体制の整備などが挙げら

れます。 

富良野地域でのコンクリート構造物の耐久性では、凍

害、中性化による劣化対策が重要であり、補修修繕など

が大事であると考えます。 

最近では、改築、改修など設計によるプログラムに沿

って、維持管理が行われており、安心安全な保全管理で

あると思われます。 

また、文部科学省では11年10月に、学校施設の維持

管理点検のガイドブックを作成して、学校職員も理解し

やすく、非構造部材の耐震化や学校施設の老朽化である

建物とひび割れなどが、外部空間も点検対象にした適切

な維持管理ができる手法のガイドブックを参考にして、

学校施設の長寿命化を推進していただきたいと思います。 

以上、耐震化促進計画の学校施設構造物のメンテナン

スについて質問します。 

これで1回目の質問を終わります。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

覚幸議員の御質問にお答えいたします。 

1 件目の森林の環境保全についての自然循環型再生に

ついてでありますが、北海道における森林面積は約 554

万ヘクタールで、全国のおよそ4分の1を占めておりま

す。 

または国有林と道有林を合わせた面積が約 66％と全

国の約36％に比べて高く、広域的な役割がより大きいも

のと認識をいたしているところであります。 

本市の森林面積は約4万2,000ヘクタールで、国有林

が約 1 万 4,000 ヘクタール、東京大学演習林が約 2 万

2,000 ヘクタール、民有林が4,600 ヘクタール、市有林

が約900ヘクタールとなっているところであります。 

森林の働き及び役割につきましては、木材の生産をは

じめ、水源涵養、国土の保全、快適な生活環境の保全な

ど多面的な機能を発揮して、市民生活に寄与していると

ともに、地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素の吸

収や多様な野生生物の生育など、地球規模での環境保全

に重要な働きを有しているところであります。 

また、農業と観光を基幹産業とする本市にとりまして

も、森林は、農業の基本となる肥沃な大地をはぐくみ、
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作物の成長に必要な水を供給してくれる源であるととも

に、田園風景と一体となった美しい自然景観が、魅力と

なっている本市観光にとっても、欠かすことのできない

重要なものであると強く認識をしているところでありま

す。 

森林の再生整備についての基本的な考え方につきまし

ては、これまで森林所有者の努力によって、適正に森林

が整備されてきたところであります。 

しかし、採算性が合わないことによる造林に対する投

資意欲の低下に加え、道路がないなどの条件が不利な森

林では、所有者の経済的負担が大きいため、十分な整備

が行われていないまま放置される森林が見受けられる状

況にございます。 

こうした中、平成22年6月に閣議決定された21の国

家戦略プロジェクトに組み込まれ、森林・林業再生プラ

ンにおいて、10年後の木材自給率50％を目指し、施業の

集約化、道路網の整備、効率的な加工・流通体制づくり

などが明らかにされたところであります。 

市といたしましては、地球温暖化防止など公益的機能

を有する豊かな森林を守り、次の世代に引き継いでいく

ため、森林・林業再生プランに基づいた森林整備を関係

団体と連携をしながら、取り組んでまいりたいと、この

ように考えているとこであります。 

2 件目の農林業に係る未利用資源についてのバイオマ

ス資源の利活用についてでありますが、大部分のエネル

ギー資源を海外からの輸入に頼っている現在の日本にお

いて、世界情勢により大きな影響が及ぶ石油など化石燃

料の消費量削減と、それに替わる新たなエネルギー源の

確保は、地球温暖化防止のため、我が国が掲げる温室効

果ガス、25％削減という大きな目標の達成や経済の安定

化に不可決であると認識をいたしております。 

こうした中、本市では昨年度、富良野市地域新エネル

ギービジョンを策定をし、市全体の環境意識を高めるた

めの啓発をはじめ、バイオマスや太陽光などさまざまな

エネルギー源の中から、地域特性に見合った効率的かつ

安定的な手法を見出すべく、調査研究を進めているとこ

ろでございます。 

とりわけ木質バイオマスの利用につきましては、森林

資源が豊富な本市の特性からも、重要な課題と認識して

おりますが、木質チップや枝木については、現在、暗渠

材や堆肥化資材の原材料として使用されており、それ以

外の部分で、別途集積しようとした場合は、点在する発

生場所からの運搬のための車両の燃料など、新たな石油

消費を生むという側面もあることから、温暖化ガス削減

効果やコスト面を含め、総合的かつ慎重な検討が必要と

認識をいたしているところでございます。 

一方、バイオマスを利用した新たな技術開発も見受け

られることから、発電のみならず、本市の特性や実情に

適したものを見い出すべく、さまざまな角度から調査研

究を行い、市内での有効活用を基本とした地域振興につ

ながる手法の導入に向け、今後とも引き続き検討を進め

てまいります。 

また、バイオマス資源のペレット利用につきましては、

市は昨年からペレットストーブの購入補助を行うなど、

その普及に努めているところであります。 

現在ペレットの製造施設が富良野市内に存在せず、市

外から取り寄せて使用している状況にございますが、今

後さらなる普及が進むことによって、本体価格や燃料単

価の低減なども期待されるため、今後も引き続き、普及

に努めてまいりたいと考えております。 

ペレットの製造に関しましては、材料に含まれる水分

量が製造の良否に大きく影響があり、茎や皮などが入る

場合は、乾燥工程の必要、原料発生場所からの運搬に伴

う燃料消費とそれらコストを含めた市場での価格予想も

含めた検証が必要となります。 

ペレットの材料としては、間伐材などが主流となって

いますが、使用する材料によっては、燃焼性などストー

ブとの相性の良し悪しが生ずることも課題としてあるた

め、今後も北海道立総合研究機構工業試験場などと連携

をしながら、農作物残渣なども含め、燃料に適した材料

の発見、確保の研究を進めてまいります。 

3 件目の火葬場の新設についてでありますが、本市の

火葬場は、火葬炉3基、胞衣焼却炉1基を有する全自動

操作式の火葬場として、昭和53年度に1億109万円の事

業費で建設をし、昭和54年の供用開始から31年目を迎

えているところであります。 

また、火葬件数も微増傾向にあり、平成21年度実績で

309件になっておるところでございます。 

火葬場の維持管理につきましては、炉の点検業者によ

る機能診断を毎年実施をし、機能維持に努めております

が、御指摘のとおり施設の老朽化が進んでおり、更新時

期を迎えつつあるとの認識をしているところであります。 

しかしながら、市の財政状況も厳しい状況にあること

から、既存施設を有効に活用するため、計画的に施設改

修を行い、機能維持に努めているところであります。 

火葬場の新設につきましては、既存施設の機能維持を

図り、今後の維持管理費及び改修費用等を勘案をし、新

設計画を検討してまいりたいと考えているところであり

ます。 

4 件目、耐震化促進計画については、教育長の方から

答弁をしていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） -登壇- 

覚幸議員の4件目、耐震化促進計画についての学校施

設の構造物のメンテナンスについてお答えをいたします。 
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学校施設につきましては、児童生徒の安全性の確保は

もちろん、学校生活を楽しく快適におくれることを念頭

に、施設整備を進めてきているところでございます。 

そのため、学校施設のメンテナンスにつきましては、

学校現場に配置されている職員や学校からの要望、依頼

を受け、緊急度を考慮した上で、その都度対応しており、

大規模な改修などが必要とされる場合については、国の

補助や交付金制度の活用を図りながら、施設の整備を行

っているところでございます。 

今後におきましても、学校施設の維持、保守のため、

修繕などはその都度、必要に応じて対応してまいります。 

2 点目の学校施設の耐震化についてお答えをいたしま

す。 

平成20年第2回定例会におきましても、答弁をさして

いただいておりますが、昭和56年以前に建築された旧耐

震基準の学校施設につきましては、平成19年に耐震化優

先度調査を実施し、平成21年3月に富良野市立小中学校

耐震化推進計画を策定し、推進をしてきているところで

ございます。 

そのような中で、平成21年には、山部小学校屋内運動

場の改築、平成22年には、富良野西中学校特別教室、屋

内運動場改築と施設整備を進めております。 

また平成21年度には、富良野東中学校、東小学校にお

いて、第1次耐震診断調査を実施いたしました。 

その結果を受けまして、富良野東中学校につきまして

は、本年第3回定例市議会において、第2次耐震診断調

査票を計上し、議決をいただき、現在調査を行っており

ます。 

また東小学校校舎、屋内運動場、富良野小学校屋内運

動場につきましても、さきに開会の本年第3回臨時市議

会において、耐力度調査費を計上し、議決をいただいて

いるところでございます。 

今後、これらの調査結果を受け、具体的な整備方法な

どを検討してまいりますとともに、他の学校施設につき

ましても、富良野市立小中学校耐震化推進計画に基づき

まして、順次、耐震診断調査を行い、児童生徒が安全で

安心できる教育環境の整備に取り組んでまいります。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。 

11番覚幸伸夫君。 

○11番（覚幸伸夫君） 環境保全についてはですね、先

日、管内の国会議員がお話されておりましたけど、来年

度から特に、いま現在ですね、路網整備がされていない

ので、かなり間伐材を出すのに困難をきわめているとい

うことなんですけども。 

来年は、路網整備を重点に進めていくということなん

ですけども、この森づくりによってですね、やっぱり景

観、水資源の確保ができることが1番大事でないかとい

う、特に最近、外国資本による買収などありまして、特

に私は、この水資源が1番大事じゃないかなと、そうい

う高い土地のとこと森林である水資源があるということ

で、非常に大事なものだと思うんですけど、その辺のと

こ市長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 覚幸議員の再質問にお答えをい

たします。 

ただいま覚幸議員の方から御指摘がございました。私

も同感であります。 

現在、日本の国土の状況からいきますと非常に自然景

観に恵まれた国ですから、そこをねらって、外国、先ほ

どお話ありました中国から、土地を購入すると、特に北

海道にねらいをつけて購入を求めている。 

その大きな要因は、水資源の確保というふうに言われ

てます。 

もう一つは、転売を目的とする状況だと、こういうお

話を聞いてる訳でございますから今後、森林の働きとそ

の役割という状況の中におきましては、富良野、先ほど

答弁さしていただきましたとおり、約70％が森林に恵ま

れた地域であり、これらをそれらの前段でお答えいたし

ましたとおり、外国からその買収をされるような状況づ

くりで、富良野自体の景観を損なうような状況を決して

やるべきではないし、それはこれから市としてもですね、

どういう歯どめをかけていくか。 

あるいは道でもいま、そういう状況づくりをしており

ますけども、それらと連携をしながら検討してまいりた

いと、このようにいま考えてございます。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番覚幸伸夫君。 

○11番（覚幸伸夫君） 来年から始まるプロジェクトな

んですけども、ほぼ国有林が中心であって、民有林もか

なり約6割でしたか、4,600ヘクタールですね。 

環境税も来年度創設するということですけど、民有林

についても関係機関に連携とりながら、早急に森林整備

をして補助なり何なり、連携とっていただきたい、その

辺のとこお聞きしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 覚幸議員の再質問にお答えをい

たします。 

二つ目の関係は民有林の対応をどうこれから考えてい

くかということでございますから、これもあわせてです

ね、単独市町村でものを考える、富良野だけの問題でご

ざいませんので、あわせて圏域的なものも含めて考えて

おく必要性があるということですね、道なり国なりに対

してですね、補助制度の関係、あるいは、民有林をお持
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ちの方々に対してですね、周知徹底のあり方をやってい

きたいと、このように考えています。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番覚幸伸夫君。 

○11番（覚幸伸夫君） 次にですね、農林業の未利用資

源についてですけども、バイオマスなんですけども、上

川管内でもですね、和寒町でしたか、燃焼製造施設2億、

それから燃焼ボイラー7,800 万、そういう計画に入れて

るんですけども、全国的にはこのバイオマスによってで

すね、ガス発電というのが電力関係の会社なんですけど、

相当なキロワット数を増大できるということでかなり進

んできてるんですけども、富良野としてはまだそういう

段階ではないというか、間伐材で出てくるものについて

は、チップ材を暗渠材にするだとか、多くなると電力会

社とか発電所から引き合いが来る、そういうところから

くるのではないかなっていう早いかもしれないけども、

上川管内ではバイオマス燃料で発電をするという計画も

立てているところもありますので、その辺のところちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 覚幸議員の再質問にお答えをさ

していただきます。 

確かにバイオマス含めた活用によって地域振興をどう

図っていくかと、いうことになろうかと思いますけども、

地域地域の特性的なものがございますから、いま御質問

あったとおり、この地域においては第一に間伐材を使っ

たカラマツのチップ材を主体としてやって、農村の再編

整備に活用できるような需要がかなりいま多い、そうい

う状況が一つこの地域についてはございます。 

ですから、いま御質問あったもの、近い将来というか、

少し将来的なものを考えると、この地球の温暖化に対し

て日本は25％削減目標を立ててますから、恐らく国自体

で、今後どういう方向づけをしていくのか。 

それを見きわめながらですね、行政としても対応して

いく必要性があるんでないかと、このように考えてござ

います。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

11番覚幸伸夫君。 

○11番（覚幸伸夫君） 次にですね、火葬場の新設につ

いて再質問いたします。 

出来るだけ計画的にですね、そういう新設をしてほし

いという、いま手狭であるし、それとやっぱり、お年寄

りが多いということで、その辺を含めてですね、再検討

していただきたいと思います。 

答弁はよろしいです。 

次にですね、最後になりますけど耐震化計画の学校施

設のメンテナンスについて、再質問をいたします。 

いろいろそういうメンテナンスですね、やり方はいろ

いろあると思うんですけども、道内の自治体もきちっと

書類にして、管理されてるとこもあれば、それぞれ違う

が、今回、文部科学省の方で学校職員が学校内におりま

すんで、そういった非構造部材というのは、窓だとか、

ガラスだとか、そういう部分に付け加え外部であるブロ

ックだとか、それから壁のひび割れなど、そういったそ

のガイドラインを作っていくことで、その方が1番点検

しやすいというか、現場におる方がそうしてくれる方が

それで報告をしてくれれば、どういう処置をすればいい

という、その辺のとこなんですけど、そういうガイドブ

ックが学校の超寿命化になるのではないかと、その辺の

とこ教育長から見解を伺います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

教育委員会教育長宇佐見正光君。 

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 覚幸議員の学校

施設の構造物のメンテナンスについては、教育部長の方

からお答えをさせていただきます。 

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。 

教育委員会教育部長遠藤和章君。 

○教育委員会教育部長（遠藤和章君） 覚幸議員の再質

問にお答えいたします。 

学校施設のですね、構造物のメンテナンスの関係でご

ざいますけども、いま議員からお話がございましたよう

に、文部科学省のガイドブック等を活用しながら、当然

いままでも先ほど答弁いたしましたけども、学校の方か

らその都度修繕等につきましては、報告が上がってきて

おります。 

それに対して、私ども検討を加えながら、あるいは、

必要であれば専門家の意見も聞きながら対応しておりま

すので、今後もこのガイドブックも含めて活用しながら、

学校現場の職員からですね、色々情報等を得ながら、学

校のメンテナンスをしていきたいというふうに考えてま

す。 

以上です。 

○議長（北猛俊君） 続いて質問ございますか。 

よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 以上で覚幸伸夫君の質問は終了い

たしました。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 15番菊地敏紀君。 

○15番（菊地敏紀君） いま覚幸議員の質問が終了した

ということでございますが、議会運営委員会を開いてで

すね、広域連合の部分に関しては、質問者の方が間違っ

ていると思いますので、議会運営委員会を開かせていた

だきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○議長（北猛俊君） 一般般質問については終了いたし
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ましたので、会議終了後、議会運営委員会を開いた中で、

いまの関係については御協議をいただきたいというふう

に思いますが、よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

───────────────────────── 

散  会  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 以上で本日の日程は、終了いたし

ました。 

明16日は議案調査のため休会であります。 

17日の議事日程は当日配付いたします。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後 3時18分 散会 
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